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は

じ

め

北
貌
の
太
平
民
君
十
一
年
(
四
五
O
)
六
月
、
司
徒
崖
浩
が
諒
殺
さ
れ
た
。
崖
浩
は
父
崖
宏
と
と
も
に
遁
武
帝
に
入
仕
し
、
そ
の
後
、
明
元

帝
・
太
武
帝
に
仕
え
て
多
く
の
政
治
改
革
を
賓
施
し
た
。
な
か
で
も
太
延
五
年
(
四
三
九
)
の
北
涼
E
l
定
に
よ
る
華
北
統
一
は
星
浩
の
主
導
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
崖
浩
の
政
治
活
動
も
固
史
事
件
に
よ
っ
て
突
然
終
わ
り
を
む
か
え
る
。
崖
浩
国
史
事
件
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
丈
夫

(
l
)
 

氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
多
く
が
次
の
よ
う
に
事
件
を
と
ら
え
て
い
る
。
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崖
浩
は
北
貌
の
園
史
編
纂
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
そ
の
園
史
は
中
国
の
惇
統
に
従
っ
て
事
賓
を
あ
り
の
ま
ま
に
直
筆
す
る
と
い
う
態
度
で
書

か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
書
き
あ
げ
ら
れ
た
園
史
を
部
下
の
勘
め
に
よ
っ
て
石
碑
に
刻
し
郊
壇
に
立
て
た
が
、
そ
こ
に
は
現
在
の
北
貌
帝
室
の
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拓
政
部
族
が
、
は
る
か
北
方
の
丈
化
果
つ
る
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
こ
と
が
直
筆
さ
れ
て
い
た
。
北
族
に
と
っ
て
そ
れ
は
堪
え
が
た
い
侮
辱
と

う
つ
り
、
圃
辱
を
暴
露
す
る
も
の
だ
と
い
う
非
難
が
轟
然
と
ま
き
お
こ
り
、
そ
れ
を
聞
い
て
激
怒
し
た
太
武
帝
は
、
崖
浩
以
下
の
編
纂
官
を
死

刑
に
庭
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
足
ら
ず
に
、
清
河
の
崖
氏
一
門
な
ら
び
に
姻
戚
で
あ
る
古
陽
の
慮
氏
、
太
原
の
郭
氏
、
河
東
の
柳
氏
ま
で
も

が
族
滅
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
園
史
事
件
は
、
崖
浩
が
拓
肱
部
の
先
祖
の
こ
と
を
直
筆
し
た
こ
と
に
北
族
が
憤
慨
し
て
太
武
帝
に
訴
え
、
そ
の
結
果
、
崖
浩
を

は
じ
め
と
す
る
清
河
崖
氏
及
び
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
漢
人
名
族
が
査
く
族
滅
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
事
件
の
背
景
に
は
、
北
族
と
漢
族

の
封
立
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

(
2
)
 

一
方
、
固
史
事
件
を
胡
漢
釘
立
か
ら
説
明
す
る
従
来
説
に
封
す
る
批
判
も
出
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
近
年
設
表
さ
れ
た
佐
藤
賢
「
崖
浩
諒

(
3
)
 

殺
の
背
景
」
は
、
従
来
の
研
究
を
整
理
し
て
そ
の
問
題
貼
を
明
示
し
た
う
え
で
、
数
果
的
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
批
判
の
詳
細
は
本
論
の

な
か
で
取
り
上
げ
る
が
、
筆
者
が
と
く
に
重
要
だ
と
考
え
る
指
摘
は
、
崖
浩
が
直
筆
し
た
園
史
の
内
容
に
つ
い
て
、
『
貌
書
』
高
允
停
に
基
づ
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き
、
そ
れ
が
明
元
帝
・
太
武
帝
期
に
お
け
る
史
賓
で
、
か
つ
首
時
は
タ
ブ
l
頑
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
抹
殺
の
範
固
に

つ
い
て
、
賓
際
の
連
坐
者
は
、
親
族
で
は
弟
の
崖
悟
、
姻
戚
で
は
郭
洪
之
、
編
纂
官
で
は
宗
欽
と
段
承
根
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
、
む
し
ろ
連

坐
を
克
れ
た
者
の
方
が
多
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
従
来
説
が
依
援
す
る
国
史
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
北
族

が
憤
慨
し
た
賄
お
よ
び
清
河
崖
氏
と
そ
の
姻
戚
ま
で
も
が
族
滅
さ
れ
た
と
す
る
賄
は
論
擦
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
加
え
る
な
ら
ば
、
園

史
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
北
族
が
憤
慨
し
た
こ
と
と
、
崖
浩
が
国
史
に
お
い
て
貌
の
先
世
の
こ
と
を
記
し
た
と
い
う
の
は
、
『
北
史
』
と
『
資
治

(
4
)
 

通
鑑
』
が
附
加
し
た
部
分
で
あ
っ
て
、
『
貌
書
』
に
は
な
い
。
よ
っ
て
後
世
附
加
さ
れ
た
部
分
を
捨
象
し
、
『
貌
圭
目
』
に
立
ち
戻
っ
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

さ
て
佐
藤
氏
は
、
従
来
の
胡
漢
封
立
読
を
批
判
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
固
史
事
件
を
説
明
す
る
。
崖
浩
は
圃
史
直
筆
問
題
で
訴
え
ら
れ

た
が
、
そ
の
際
、
崖
浩
に
針
し
て
常
々
悪
感
情
を
も
っ
て
い
た
漠
人
官
僚
た
ち
が
必
要
以
上
に
事
件
を
煽
り
立
て
、
崖
浩
を
窮
地
に
追
い
込
ん



で
い
っ
た
。
か
か
る
状
況
下
で
高
允
は
、
崖
浩
の
罪
は
本
来
的
に
は
直
筆
で
は
な
く
立
碑
し
て
公
開
し
た
こ
と
に
あ
る
が
、
石
碑
の
内
容
を
問

題
と
す
る
限
り
直
筆
と
切
り
離
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
で
も
崖
浩
を
諒
す
る
の
で
あ
れ
ば
直
筆
と
は
全
く
闘
係
の
な
い
罪
肢
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
太
武
帝
に
説
く
。
こ
の
殻
言
を
契
機
と
し
て
、
崖
浩
の
罪
状
は
園
史
直
筆
か
ら
牧
賄
罪
へ
と
嬰
更
さ
れ
、
崖
浩
は
諒
殺
さ
る

に
至
っ
た
。

佐
藤
氏
は
、
『
貌
書
」
崖
浩
停
に
あ
る
「
浩
受
賊
に
伏
す
」
を
、
崖
浩
が
牧
賄
の
罪
に
伏
し
た
と
解
稗
し
、
国
史
直
筆
に
よ
り
訴
え
ら
れ
た

崖
浩
が
、
高
允
の
護
言
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
牧
賄
罪
に
よ
り
族
滅
さ
れ
た
と
し
、
在
浩
と
封
立
関
係
に
あ
っ
た
漢
人
官
僚
の
高
允
が
、
太
武

帝
に
罪
状
の
饗
更
を
示
唆
し
、
結
果
、
崖
浩
を
死
に
追
い
や
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
牧
賄
罪
に
よ
っ
て
族
滅
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
「
貌
書
』
に
は
牧
賄
に
よ
っ
て
族
滅
さ
れ
た
事
例
は
な
い
。
す
る
と
崖
浩
停
の
「
浩
受
賊
に
伏
す
」
は
、
牧
賄
に
よ
っ

て
裁
か
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
族
滅
に
相
官
す
る
別
の
罪
肢
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
筆
者
は

『
貌
童
日
』
か
ら
族
滅
に
至
っ
た
事
例
を
抽
出
し
て
検
討
し
た
結
果
、
そ
こ
に
共
通
の
罪
肢
が
あ
る
こ
と
を
護
見
し
た
。
そ
れ
は
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皇
帝
に
封
す
る
犯
罪
す
な
わ
ち
「
大
逆
不
道
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
固
史
事
件
を
北
貌
の
法
制
に
照
ら
し
て
「
大
逆
不
謹
」
と
い
う
親
貼
か

ら
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
の
事
件
に
封
す
る
新
た
な
見
解
を
提
示
し
よ
う
と
思
う
。

北
貌
法
制
に
お
け
る
牧
賄

〆'ーー、、、

一
¥ーーノ

北
貌
律
に
お
け
る
牧
賄
罪
の
規
定

本
節
で
は
北
貌
律
に
お
い
て
牧
賄
罪
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
、

は
じ
め
に
で
指
摘
し
た
佐
藤
氏
の
解
稗
が
安
嘗
で

あ
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
。
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「
貌
童
日
」
巻
二

一
、
刑
罰
志
に
は
柾
法
と
義
臓
に
闘
す
る
北
貌
律
の
候
丈
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本
稿
で
は
以
下
「
貌
書
』
を
引
用
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す
る
際
に
は
書
名
を
省
略
す
る
。

律
に
、
柾
法
は
十
匹
、
義
臓
は
二
百
匹
も
て
大
昨
。
(
太
和
)
八
年
に
至
り
、
始
め
て
職
制
を
班
し
、
更
め
て
義
賊
一
匹
、
柾
法
は
多
少

と
無
く
皆
な
死
と
定
む
。

こ
の
柾
法
と
義
臓
に
つ
い
て
『
資
泊
通
鑑
』
巻
二
二
六
、
斉
紀
二
、
武
帝
、
水
明
二
年
(
四
八
四
)
九
月
僚
の
胡
三
省
注
に
「
柾
法
は
、
昧
を
受

け
て
法
を
柾
げ
、
人
に
罪
を
出
入
す
る
者
を
謂
う
」
と
あ
り
、
「
義
臓
は
、
人
の
私
情
も
て
相
い
韻
遣
す
る
を
謂
う
。
乞
い
取
る
に
非
ず
と
難

ど
も
、
亦
た
受
く
る
所
を
計
り
て
臓
を
論
、
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
柾
法
と
は
受
賊
柾
法
と
同
じ
も
の
で
、
官
吏
が
そ
の
職
務
上
の
こ
と
が
ら
に

(
6
)
 

つ
い
て
、
他
人
の
請
託
を
う
け
、
財
物
を
牧
受
し
て
法
の
適
用
を
ま
げ
る
こ
と
を
指
す
。

(
7
)
 

た
場
合
を
指
す
。

一
方
、
義
臓
と
は
、
牧
賄
し
た
が
法
は
ま
げ
な
か
っ

こ
の
律
の
篠
丈
が
い
つ
の
も
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
丈
成
帝
の
太
安
四
年
(
四
五
八
)
に
「
諸
司
官
の
賦
二
丈
は
皆
な
斬
」
(
巻
一
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刑
罰
志
)
と
し
た
と
あ
り
、
ま
た
献
丈
帝
の
時
に
は
「
諸
監
臨
の
官
、
監
治
す
る
所
よ
り
羊
一
口
・
酒
一
斜
を
受
く
る
者
、
罪
は
大
昨
に
至
り
、

輿
う
る
者
は
従
坐
を
以
て
論
ず
」
(
巻
二
四
、
張
白
津
惇
)
と
い
う
詔
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
北
貌
律
で
は
、
柾
法
・
義
臓
・
受
所
監
臨
等
の
所
謂
収
賄
罪
に
お
け
る
最
高
刑
は
大
昨
(
死
刑
)
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
牧
賄
の
額
に
つ
い
て
は
、
時
期
に
よ
り
嬰
動
が
あ
り
、
孝
丈
帝
の
太
和
八
年
(
四
八
四
)
の
俸
誌
抑
制
施
行
後
は
、
義
臓
が
二
百
匹
か
ら
一

匹
に
、
柾
法
は
十
匹
か
ら
多
少
に
闘
わ
り
な
く
と
さ
れ
た
が
、
収
賄
罪
に
お
け
る
最
高
刑
が
死
刑
で
あ
っ
た
こ
と
に
嬰
更
は
な
い
。

/戸、¥

¥ノ

収
賄
事
件
の
事
例

前
節
で
は
、
北
貌
律
に
お
け
る
牧
賄
罪
の
規
定
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
そ
の
規
定
が
賓
際
の
事
件
で
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
た
の

か
を
事
例
に
則
し
て
検
討
す
る
。

〈
事
例
①
〉
翠
黒
子
(
巻
四
八
、
高
允
惇
)



遼
東
公
翠
黒
子
、
世
租
に
寵
有
り
、
井
州
に
奉
使
し
、
布
千
匹
を
受
け
、
事
尋
い
で
護
畳
す
。
黒
子
計
を
允
に
請
い
て
日
く
、
主
上
我
に

問
う
に
、
首
た
る
や
詳
た
る
や
と
。
允
日
く
、
公
は
雌
幅
の
寵
臣
、
答
詔
宜
し
く
賓
を
も
っ
て
す
べ
し
。
ま
た
自
ら
忠
誠
を
告
げ
ば
、
罪

必
ず
慮
る
無
し
と
。
中
主
目
侍
郎
崖
覧
・
公
孫
質
等
成
な
一
言
、
っ
、
罪
を
首
貰
す
る
は
測
る
べ
か
ら
ず
、
宜
し
く
之
を
誇
む
べ
し
と
。
黒
子
、

覧
等
を
以
て
親
己
と
矯
し
、
而
る
に
反
っ
て
允
を
怒
り
て
日
く
、
君
言
の
如
く
は
、
我
が
死
を
誘
う
、
何
ぞ
其
れ
不
直
な
ら
ん
と
。
遂
に

允
と
絶
す
。
黒
子
不
賓
を
以
て
封
え
、
寛
に
世
租
の
疏
す
る
所
と
な
り
、
終
に
罪
を
獲
て
毅
せ
ら
る
。

程
黒
子
は
井
州
に
奉
便
し
た
際
、
布
千
匹
を
受
け
取
っ
た
。
の
ち
に
そ
の
こ
と
が
費
量
し
、
太
武
帝
の
尋
問
を
受
け
た
が
、
そ
の
と
き
桂
寛
と

公
孫
質
の
助
言
に
従
っ
て
虚
慌
の
答
輯
を
し
た
こ
と
で
太
武
帝
に
疎
ま
れ
慮
刑
さ
れ
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
程
黒
子
が
太
武
帝
の
寵
臣
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
事
(
貫
を
認
め
て
謝
罪
す
れ
ば
赦
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
高
允
の
謹
言
は
示
唆
し
て
い
る
が
、
結
果
的
に
康
慌
の
報
告
を

し
た
こ
と
で
、
収
賄
罪
(
布
千
匹
)
が
確
定
し
、
程
黒
子
は
い
庭
刑
さ
れ
て
い
る
。

〈
事
例
②
〉
尉
洛
侯
・
元
目
辰
・
陳
提
(
巻
三
一
、
子
烈
惇
)

太
和
初
、
秦
州
刺
史
尉
洛
侯
、
羅
州
刺
史
・
宜
都
王
目
辰
、
長
安
鎮
将
陳
提
佐
一
寸
、
人
質
残
不
法
、
(
子
)
烈
詔
を
受
け
て
案
験
す
る
に
、
成

な
臓
罪
を
獲
、
洛
侯
・
目
辰
等
皆
な
大
昨
を
致
し
、
提
は
徒
遣
に
坐
す
。
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尉
洛
侯
・
元
日
辰
・
陳
提
は
地
方
官
と
し
て
任
地
に
お
い
て
盛
ん
に
収
賄
を
と
り
、
そ
の
結
果
、
尉
洛
侯
と
元
日
辰
は
死
刑
、
陳
提
は
遺
境
へ

の
流
罪
と
な
っ
た
。
宜
都
王
日
辰
に
つ
い
て
は
本
停
に
「
然
ど
も
財
利
を
好
み
、
州
に
在
り
て
、
政
は
賄
を
以
て
成
す
。
罪
有
り
て
法
に
伏
し
、

爵
除
か
る
」
(
巻
一
四
)
と
あ
り
、
薙
州
刺
史
に
就
任
中
、
賄
賂
を
取
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
臓
罪
に
問
わ
れ
て
庭
刑
さ
れ
、
宜
都
王
の
爵
位
は
除

か
れ
た
。
三
人
の
う
ち
陳
提
だ
け
が
死
刑
で
は
な
く
流
罪
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
収
賄
の
額
が
規
定
の
匹
数
に
達
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

〈
事
例
③
〉
元
天
賜
・
元
禎
(
虫
色
七
下
、
高
組
紀
下
)
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(
太
和
十
一
一
一
年
)
六
月
、
汝
陰
王
天
賜
・
南
安
王
禎
並
べ
て
賦
賄
に
坐
し
克
じ
て
庶
人
と
矯
す
。
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元
天
賜
は
本
惇
に
「
懐
朔
鎮
大
将
に
累
遷
し
、
貧
蔑
に
坐
す
も
、
死
を
恕
さ
れ
、
官
爵
を
削
除
せ
ら
る
」
(
巻
一
九
上
)
と
あ
り
、
ま
た
元
禎
も

本
停
に
「
且
つ
南
安
王
孝
養
の
名
、
内
外
に
聞
こ
ゆ
る
を
以
て
、
特
に
一
つ
原
恕
し
、
封
爵
を
削
除
し
、
庶
人
を
以
て
踊
第
し
、
禁
固
終
身
せ

し
む
」
(
巻
一
九
下
)
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
収
賄
罪
に
よ
り
死
刑
と
な
る
と
こ
ろ
を
特
別
に
減
克
さ
れ
、
官
爵
を
剥
奪
さ
れ
て
庶
人

に
落
と
さ
れ
た
。

以
上
、
三
例
を
提
示
し
た
が
、

い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
北
貌
律
の
規
定
に
従
っ
て
裁
か
れ
て
い
る
。
事
例
③
の
元
天
賜
・
元
棋
の
場
合
は
、

特
別
に
死
刑
か
ら
官
爵
の
剥
奪
に
よ
る
庶
人
へ
の
降
格
と
い
う
庭
分
が
属
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
減
刑
措
置
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
死

刑
に
庭
せ
ら
れ
る
ケ
l
ス
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
牧
賄
に
よ
っ
て
族
滅
さ
れ
る
こ
と
は
、
管
見
の
限
り
北
貌
律
の
規
定
に
も

賓
例
に
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
貼
で
あ
る
。
よ
っ
て
崖
浩
が
牧
賄
に
よ
っ
て
族
滅
さ
れ
る
こ
と
は
北
貌
律
の
規
定
上
あ
り
得
ず
、
崖
浩
停
の

「
浩
受
牒
に
伏
す
」
は
、
牧
賄
罪
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
次
章
で
は
、
族
減
に
つ
い
て
、
北
貌
律
の
規
定
お
よ
び
事
例
の
検
討
を
お
こ
な
い
、

い
か
な
る
罪
を
犯
し
た
場
合
に
族
滅
さ
れ
る
の
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か
を
明
ら
か
に
す
る
。

北
説
法
制
に
お
け
る
族
減

〆'ーー、、、

一
¥ーーノ

北
貌
律
に
お
け
る
族
減

北
貌
律
に
お
け
る
族
減
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
刑
罰
志
に
記
載
が
あ
る
が
、
そ
の
他
の
史
料
を
加
え
て
時
系
列
に
並
べ
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

②①  

昭
成
建
国
二
年
(
三
三
九
九
大
逆
を
犯
す
者
は
、
親
族
の
男
女
少
長
と
無
く
皆
な
斬
と
す
。

世
組
即
位
、
刑
禁
の
重
き
を
以
て
、
一
刺
霧
中
、
司
徒
崖
浩
に
詔
し
て
、
律
令
を
定
め
し
む
。
五
歳
四
歳
刑
を
除
き
、

一
年
刑
を
増
し
、



大
砕
を
分
け
二
科
と
な
す
。
死
と
斬
。
死
は
絞
に
入
る
。
大
逆
不
這
は
腰
斬
、
其
の
同
籍
を
訴
し
、
年
十
四
巳
下
は
腐
刑
、
女
子
は
牒
官

に
浸
す
。
藍
毒
を
矯
す
者
は
、
男
女
皆
な
斬
し
て
、
其
の
家
を
焚
く
。

③ 

是
時
(
文
成
帝
初
)
、
断
獄
多
濫
、
(
源
)
賀
上
書
し
て
日
く
、
律
を
案
ず
る
に
、
謀
反
の
家
、
其
の
子
孫
他
族
に
養
わ
る
と
雄
も
、
迫

還
し
て
裁
に
就
く
は
、
罪
人
の
類
を
紹
し
、
大
逆
の
享
を
彰
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
。
(
巻
四
一
、
源
賀
惇
)

延
興
四
年
(
四
七
四
)
、
詔
し
て
大
逆
干
紀
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
皆
な
其
の
身
に
止
め
、
門
房
の
誌
を
罷
む
。

⑤ ④  

(
太
和
五
年
)
詔
し
て
日
く
、
法
秀
妖
詐
し
て
常
を
乱
し
、
妄
に
符
瑞
を
説
き
、
蘭
盲
室
御
史
張
求
等
一
百
鈴
人
、
奴
隷
を
招
結
し
、
謀

り
て
大
逆
を
話
す
。
有
司
科
す
る
に
族
誌
を
以
て
す
る
は
、
誠
に
刑
憲
に
合
う
。
且
つ
愚
を
幹
み
命
を
重
じ
る
は
、
猶
お
忍
ば
ざ
る
所
。

其
れ
五
族
は
、
降
し
て
同
租
に
止
め
、
三
族
は
一
円
に
止
め
、
門
訴
は
身
に
止
め
よ
と
。
(
巻
七
上
、
高
祖
紀
上
)

代
園
時
期
、
昭
成
帝
の
建
園
二
年
(
一
一
三
九
)
に
「
大
逆
を
犯
す
者
は
そ
の
親
族
の
男
女
を
皆
な
斬
と
す
る
」
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
そ
れ

が
太
武
帝
の
神
廃
四
年
(
四
三
ム
)
十
月
の
司
徒
崖
浩
に
よ
る
律
令
改
定
に
よ
っ
て
、
「
大
逆
不
遁
は
腰
斬
、
其
の
同
籍
を
訴
し
、
年
十
四
巳
下
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は
腐
刑
、
女
子
は
将
官
に
浸
す
」
と
壁
更
さ
れ
た
。
ま
た
同
時
に
「
墨
毒
を
矯
す
者
は
、
男
女
皆
な
斬
し
て
、
其
の
家
を
焚
く
」
と
い
う
規
定

も
設
け
ら
れ
た
。
な
お
崖
浩
が
律
令
を
定
め
る
に
あ
た
り
漢
律
を
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
「
崖
浩
漢
律
序
」
な
る
書
名
が
「
史
記
』

巻
十
、
孝
丈
本
紀
十
三
年
五
月
篠
「
今
法
有
肉
刑
三
」
の
索
隠
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
が
、
同
時
に
曹
貌
律
も
参
照
し
た

と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
亙
白
書
』
巻
三

O
、
刑
法
志
に
載
せ
る
曹
貌
律
に
、

ま
た
賊
律
を
改
め
、
た
だ
言
語
及
び
宗
廟
園
陵
を
犯
す
を
以
て
、
之
を
大
逆
無
道
と
謂
い
、
要
斬
と
し
、
家
属
の
従
坐
は
、
祖
父
母
・
孫

に
及
ば
ず
。
謀
反
大
逆
に
至
り
で
は
、
時
に
臨
ん
で
之
を
捕
え
、
或
い
は
汗
瀦
し
、
或
い
は
嘉
苗
し
、
そ
の
三
族
を
夷
ら
ぐ
も
、
律
令
に

在
ら
ざ
る
は
、
悪
跡
を
巌
絶
す
る
所
以
な
り
。

と
あ
り
、
曹
貌
律
で
は
大
逆
無
道
は
腰
斬
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
崖
浩
の
定
め
た
神
鹿
律
に
も
「
大
逆
不
這
は
腰
斬
」
と
継
承
さ
れ
て
い
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る
。
①
に
あ
る
よ
う
に
そ
れ
ま
で
大
逆
に
針
す
る
刑
罰
は
斬
(
斬
首
)
で
あ
っ
た
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
よ
り
重
い
腰
斬
に
饗
更
し
て
い
る
貼
に
曹
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)
 

貌
律
を
参
考
に
し
た
鈷
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
孝
文
帝
の
延
興
四
年
(
四
七
四
)
、
大
逆
以
外
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
族
滅
の
規

定
を
は
ず
し
た
。
さ
ら
に
太
和
五
年
(
四
八
一
)
に
は
、
「
五
族
は
、
降
し
て
同
組
に
止
め
、
三
族
は
一
門
に
止
め
、
門
訴
は
身
に
止
め
よ
」
と

い
う
詔
を
出
し
、
族
減
の
連
坐
範
園
が
縮
小
さ
れ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
北
貌
律
で
は
大
逆
・
大
逆
不
道
・
大
逆
干
紀
・
墨
毒
等
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
族
滅
さ
れ
る
規
定
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
ま
た
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
族
減
に
い
た
る
犯
罪
お
よ
び
連
坐
の
範
園
が
縮
小
さ
れ
て
い
く
傾
向
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
北
規
律
で
は
、
ど
の
よ
う
な
行
局
が
大
逆
・
大
逆
不
這
に
あ
た
る
の
か
具
躍
的
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
黙
に
つ
い
て
先
に

引
用
し
た
『
耳
目
書
」
刑
法
志
に
載
せ
る
曹
貌
律
で
は
、
「
言
語
及
び
宗
廟
園
陵
を
犯
す
」
行
震
を
大
逆
無
遁
と
よ
ん
で
い
る
。
宗
廟
・
園
陵
を

犯
す
こ
と
は
、
『
唐
律
」
十
悪
の
う
ち
の
「
謀
大
逆
」
す
な
わ
ち
「
宗
廟
・
山
陵
及
び
宮
闘
を
段
さ
ん
と
謀
る
を
謂
う
」
に
相
官
し
、
宗
廟
・

一
方
、
言
語
に
つ
い
て
は
、
「
唐
律
』
に
は
封
一
階
す
る
部

(m) 

分
を
見
い
だ
せ
な
い
が
、
皇
帝
に
封
し
て
不
敬
の
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

園
陵
・
宮
殿
の
破
壊
を
企
て
る
こ
と
(
賓
際
に
破
壊
す
る
行
震
も
含
ま
れ
る
)
を
指
す
。

ま
た
族
減
に
つ
い
て
は
、
三
段
階
の
連
坐
の
範
園
が
あ
っ
た
こ
と
が
⑤
の
史
料
か
ら
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
夷
五
族
・
夷
三
族
・
門
誌
で
あ
る
。
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孝
文
帝
の
太
和
五
年
の
詔
に
お
い
て
夷
五
族
を
同
租
に
止
め
、
夷
三
族
を
一
門
に
止
め
、
門
誌
を
身
に
止
め
た
と
あ
り
、
連
坐
の
範
園
を
一
等

ず
つ
降
し
た
と
す
れ
ば
、
同
組
は
夷
三
族
、

一
門
は
門
誌
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
な
お
夷
五
族
は
不
明
で
あ
る
が
、
身
↓
門
誌
↓
一
一
一
族
↓
五
族

と
い
う
連
坐
の
段
階
を
想
定
し
、
そ
れ
を
親
族
関
係
に
嘗
て
は
め
て
い
く
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

夷 伝日it 

五
組父母族

夷 示且
父

族 母

父母

兄
本人

妻

門 弟
身日未

子

夷 孫

族

夷 孫手口計
:干王

族



こ
の
表
の
推
定
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
北
貌
に
お
け
る
夷
五
族
は
曾
祖
父
母
と
曾
孫
を
範
固
と
し
、
夷
三
族
は
祖
父
母
と
孫
を
範
圃
と
し
、
門

(

円

以

)

誌
は
父
母
・
妻
子
・
同
産
を
範
固
と
す
る
。

と
こ
ろ
で

「
音
書
』
刑
法
志
に
載
る
曹
貌
律
で
は
、
大
逆
無
道
に
お
け
る
連
坐
は
「
租
父
母
・
孫
に
及
ば
ず
」
と
あ
る
一
方
、
謀
反
大
逆
に

お
け
る
連
坐
範
園
は
夷
三
族
と
な
っ
て
お
り
、
大
逆
無
道
よ
り
も
一
段
債
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
大
逆
と
い
っ
て
も
直
接
的
害
悪
を
致
す

謀
反
大
逆
と
間
接
的
害
悪
を
な
す
に
と
ど
ま
る
大
逆
無
道
と
は
害
悪
の
程
度
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
北
貌
に

お
い
て
は
、
連
坐
の
範
固
か
ら
見
る
限
り
、
謀
反
大
逆
と
大
逆
不
遁
に
明
確
な
遣
い
を
設
け
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
節
を
改

め
て
具
躍
的
事
件
に
即
し
て
検
討
す
る
。

( 

'-' 

族

減

の

事

例

【
宗
室
の
殺
害
】

39 

①
高
覇
・
程
同
(
巻
一
五
、
一
川
鰍
停
)

太
組
の
中
山
を
討
つ
や
、
慕
容
普
勝
就
に
自
立
し
、
遂
に
飢
を
害
し
て
以
て
衆
心
を
固
め
、
太
租
之
を
聞
き
て
哀
働
す
。
中
山
を
平
ら
ぐ

る
に
及
び
、
普
麟
の
枢
を
護
し
、
其
の
戸
を
斬
り
、
飢
を
害
せ
ん
と
議
せ
し
者
の
高
覇
・
程
同
等
を
政
え
て
、
皆
な
五
族
を
夷
ら
げ
、
大

刀
を
以
て
之
を
剖
殺
す
。

こ
の
事
件
は
、
後
燕
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
宗
室
の
元
紙
が
、
慕
容
並
日
麟
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
こ
と
に
封
し
て
、
後
燕
を
平
定
し
た
遁
武
帝
が
、

慕
容
普
麟
の
墓
を
暴
い
て
そ
の
遺
瞳
を
斬
り
、

さ
ら
に
元
制
酬
を
殺
害
す
る
よ
う
に
進
言
し
た
高
覇
と
程
同
を
夷
五
族
と
し
て
大
刀
で
も
っ
て
斬

り
殺
し
た
も
の
で
あ
る
。

②
宗
愛
・
買
周
(
巻
九
四
、
宗
愛
惇
)

213 

愛
既
に
余
を
立
て
、
位
は
元
輔
に
居
り
、
三
省
を
録
し
、
戎
禁
を
乗
組
し
、
坐
し
て
公
卿
を
召
し
、
権
恐
に
日
々
甚
だ
し
く
、
内
外
之
を
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憧
る
。
輩
情
成
な
以
矯
ら
く
愛
必
ず
超
高
・
閤
梁
の
繭
有
り
と
、
余
も
之
を
疑
い
、
遂
に
其
の
権
を
奪
わ
ん
と
謀
る
。
愛
憤
怒
し
、
小
黄

門
買
周
等
を
使
わ
し
て
夜
に
余
を
殺
す
。
事
は
余
停
に
在
り
。
高
宗
立
ち
、
愛
・
周
等
を
諒
す
る
に
、
皆
な
五
刑
を
具
え
、
三
族
を
夷
ら

ぐ

こ
の
事
件
は
、
太
武
帝
を
殺
害
し
た
官
官
宗
愛
が
、
南
安
王
余
を
擁
立
し
て
専
権
を
握
り
、
さ
ら
に
政
権
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
南
安
王
余
を

も
小
黄
門
の
買
周
に
命
じ
て
殺
し
た
こ
と
に
封
し
て
、
こ
の
混
乱
を
牧
め
た
丈
成
帝
が
、
宗
愛
と
買
周
を
五
刑
を
備
え
て
い
庭
刑
し
た
う
え
、
夷

三
族
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
巻
三

O
、
劉
尼
停
に
は
、
「
尼
東
廟
に
馳
せ
還
り
、
大
呼
し
て
日
く
、
宗
愛
南
安
王

を
殺
す
、
大
逆
不
道
な
り
。
皇
孫
巳
に
大
位
に
登
り
、
詔
あ
り
、
宿
衡
の
士
皆
な
宮
に
還
る
べ
し
と
」
と
あ
り
、
劉
尼
は
宗
愛
に
よ
る
南
安
王

余
の
殺
害
を
「
大
逆
不
這
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

【
謀
反
】

穆
泰
等
の
謀
反
(
巻
一
回
、
元
不
一
惇
)

亙
父
子
、
大
意
洛
に
遷
る
を
梁
わ
ず
。
高
組
の
平
城
を
護
す
る
や
、
太
子
拘
奮
京
に
留
ま
り
、
特
に
洛
に
還
ら
ん
と
す
る
に
及
び
、
隆
、

超
等
と
密
謀
し
て
拘
を
留
め
、
因
り
て
兵
を
奉
げ
て
闘
を
断
ち
、
陸
北
に
撮
る
を
規
る
。
時
に
杢
、
老
を
以
て
井
州
に
居
り
、
そ
の
始
計
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口
は
難
を
致
す
と
難
も
、
心
は
頗
る
之
を

然
り
と
す
。
高
租
E
l
城
に
幸
す
る
に
及
び
、
穆
泰
等
首
謀
を
推
す
る
に
、
隆
兄
弟
み
な
是
の
黛
な
り
。
杢
も
ま
た
駕
に
随
い
平
城
に
至
り
、

に
預
か
ら
ず
と
難
も
、
而
る
に
隆
・
超
成
な
以
て
壬
に
告
ぐ
。
主
、
外
は
成
ら
ざ
る
を
慮
り
、

測
聞
の
毎
に
、
主
を
し
て
坐
観
せ
し
む
。
隆
・
超
と
元
業
等
兄
弟
み
な
謀
逆
を
以
て
誌
に
伏
す
。
有
司
奏
し
て
李
裁
に
慮
す
に
、
詔
し
て

杢
を
以
て
麿
に
淳
一
坐
す
べ
き
に
、
但
だ
先
に
不
死
の
詔
を
許
し
、
揺
ら
染
逆
の
身
に
非
ざ
る
を
以
て
、
聴
し
て
死
を
克
じ
、
的
て
太
原
の

百
姓
と
潟
し
、
其
の
後
妻
二
子
随
う
を
聴
す
。
隆
・
超
の
母
弟
及
ぴ
絵
庶
兄
弟
、
皆
な
敦
僅
に
徒
す
。

孝
文
帝
の
太
和
二

O
年
(
四
九
六
)
、
洛
陽
遷
都
に
反
封
し
た
穆
泰
ら
が
謀
反
を
起
こ
し
た
。
謀
反
は
任
城
王
澄
に
よ
っ
て
鎮
匿
さ
れ
、
そ
の
後
、

平
城
に
行
幸
し
た
孝
丈
帝
に
よ
っ
て
謀
反
に
参
加
し
た
も
の
の
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
首
謀
者
で
あ
る
穆
泰
・
陸
叡
を
は
じ
め



謀
反
に
参
加
し
た
宗
室
の
元
隆
・
元
超
・
元
業
・
元
抜
等
が
抹
殺
さ
れ
た
。
元
杢
は
連
坐
す
る
と
こ
ろ
を
、
特
別
に
許
さ
れ
庶
人
に
降
さ
れ
た
。

ま
た
元
隆
と
元
超
の
一
族
に
つ
い
て
、
有
司
が
李
裁
(
族
滅
)
に
慮
す
べ
き
と
し
た
の
に
封
し
、
孝
文
帝
は
敢
え
て
そ
れ
を
克
じ
、
元
隆
・
元

(
日
)

超
の
母
弟
お
よ
び
庶
兄
弟
を
敦
慢
に
流
す
に
留
め
て
い
る
。
こ
の
減
刑
措
置
は
洛
陽
遷
都
に
反
封
す
る
北
族
を
懐
柔
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思

コ
れ
る
。

こ
の
他
、
明
元
帝
の
泰
常
五
年
(
四
二
O
)
に
起
き
た
司
馬
園
播
・
温
棺
の
謀
反
事
件
で
は
、
封
玄
之
と
そ
の
四
子
が
連
坐
し
て
諒
殺
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
明
元
帝
は
四
子
の
う
ち
一
人
だ
け
赦
す
こ
と
に
し
た
が
、
封
玄
之
は
弟
慶
之
の
子
磨
奴
の
助
命
を
願
い
出
て
認

め
ら
れ
た
。
但
し
、
昔
時
五
歳
で
あ
っ
た
封
磨
奴
は
本
来
で
あ
れ
ば
刑
を
克
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
崖
浩
の
進
言
に
よ
り
腐
刑
を
施
さ
れ
、

(
日
)

官
官
と
さ
れ
た
。

【
固
識
・
詩
書
】

世
組
の
征
す
る
や
、
潔
、
私
に
親
人
に
謂
い
て
日
く
、
若
し
軍
出
で
て
功
な
く
、
車
駕
返
ら
ざ
れ
ば
、
五
口
れ
首
に
梁
平
王
を
立
つ
べ
し
と
。
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①
劉
潔
(
巻
二
八
)

潔
ま
た
右
丞
張
嵩
を
し
て
園
識
を
求
め
じ
め
、
問
、
つ
に
、
劉
氏
麿
に
王
た
り
て
、
国
家
の
後
を
継
ぐ
べ
き
に
、
我
れ
名
姓
あ
る
を
審
ら
か

に
す
る
や
否
や
と
。
嵩
封
え
て
日
く
、
姓
あ
り
て
名
な
し
と
。
窮
治
し
て
款
引
し
、
嵩
家
を
捜
す
に
、
果
し
て
識
書
を
得
。
潔
と
南
康
公

秋
隣
及
び
嵩
等
、
皆
な
三
族
を
夷
ら
げ
、
死
者
百
徐
人
た
り
。

こ
の
事
件
は
、
劉
潔
が
、
柔
然
遠
征
中
に
太
武
帝
が
死
亡
し
た
場
合
、
築
五
l

王
杢
を
擁
立
し
よ
う
と
計
重
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
劉
氏
が
拓

蹴
氏
に
か
わ
っ
て
固
家
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
国
識
に
求
め
さ
せ
た
こ
と
が
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
そ
の
こ
と
が
費
量

し
て
取
り
調
べ
を
受
け
、
供
述
通
り
張
嵩
の
家
か
ら
識
書
が
出
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
件
に
関
係
し
た
劉
潔
・
南
康
公
秋
隣
・
張
嵩
は
み
な
夷

三
族
と
さ
れ
、
死
者
は
百
徐
人
に
及
ん
だ
。
ま
た
劉
潔
が
擁
立
を
は
か
っ
た
梁
平
王
壬
も
連
坐
さ
せ
ら
れ
て
憂
死
し
て
い
る
。
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②
陳
奇
(
巻
八
四
)
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有
る
人
詩
書
を
矯
し
、
恕
時
の
言
多
し
、
頗
る
奇
の
志
を
得
ざ
る
を
稽
す
。
(
併
)
雅
乃
ち
在
事
に
楓
げ
て
云
う
に
、
此
の
書
、
奇
の
遂

げ
ざ
る
を
一
言
う
、
首
に
是
れ
奇
の
人
に
仮
り
て
之
を
矯
す
べ
し
。
如
し
律
丈
に
依
ら
ば
、
詩
書
を
浩
一
く
る
者
は
皆
な
怒
十
数
に
及
ぶ
と
。
、
途

に
奇
に
罪
を
抵
つ
。
時
に
司
徒
-
E
l
原
王
陸
麗
、
奇
の
柾
げ
ら
る
る
を
知
り
、
其
の
才
撃
を
惜
し
み
、
故
に
遷
延
を
得
て
年
を
経
、
寛
宥

あ
る
を
巽
う
。
但
し
執
り
て
以
て
獄
成
り
、
克
に
大
教
を
致
し
、
遂
に
其
の
家
に
及
ぶ
。

こ
の
事
件
は
、
陳
奇
と
不
仲
で
あ
っ
た
瀧
雅
が
、
「
詩
書
を
造
く
る
者
は
皆
な
怒
十
数
に
及
ぶ
」
と
い
う
律
を
根
擦
に
、
陳
奇
を
迫
い
落
と
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
書
中
の
「
怨
時
の
ヨ
一
口
」
は
、
間
早
に
陳
奇
が
志
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
朝
廷
さ
ら
に
は
皇
帝
に
封
す
る

怨
言
が
連
ね
ら
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

③
常
氏
(
巻
八
三
上
)

の
ち
員
と
伯
夫
の
子
禽
可
、
共
に
飛
主
目
を
矯
し
、
朝
政
を
謹
詩
す
。
事
護
し
、
有
司
執
憲
す
る
に
、
刑
は
五
族
に
及
ぶ
。
高
組
、
昭
太
后

の
故
を
以
て
、
罪
一
門
に
止
む
。
訴
年
老
た
り
て
、
赦
克
し
て
蹄
家
せ
し
め
、
其
の
孫
一
人
之
を
扶
養
す
る
を
恕
し
、
奴
稗
田
宅
を
給
す
。
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其
の
家
憧
の
入
る
者
百
人
、
金
錦
布
白
巾
数
高
も
て
計
り
、
向
童
日
以
下
、
宿
衛
以
上
に
賜
う
。
其
の
女
婿
及
び
親
従
の
朝
に
在
る
も
の
、
皆

な
克
官
し
て
本
郷
に
蹄
す
。
十
一
年
、
高
租
・
文
明
太
后
、
昭
太
后
の
故
を
以
て
、
悉
く
其
の
家
の
前
後
浸
入
せ
し
婦
女
を
出
し
、
喜
の

子
振
を
以
て
試
守
正
平
郡
と
す
。
卒
す
。

」
の
事
件
で
は
、
文
成
帝
の
乳
母
で
あ
っ
た
常
氏
(
昭
太
后
)

一
族
の
常
員
と
常
禽
可
が
朝
政
を
誇
る
内
容
の
匿
名
の
投
書
を
し
て
い
た
こ
と

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
有
司
は
律
に
照
ら
し
て
夷
五
族
に
庭
す
と
し
た
が
、
孝
文
帝
は
、
常
氏
は
昭
太
后
の
一
族
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
罪
を

降
し
て
一
円
淳
一
坐
と
し
た
。
財
産
は
浸
牧
さ
れ
て
百
官
に
下
賜
さ
れ
た
が
、
父
の
常
一
前
は
年
老
で
あ
る
の
で
、
赦
克
さ
れ
て
孫
一
人
を
そ
の
扶

養
に
あ
て
る
こ
と
が
赦
さ
れ
、
奴
鱒
田
宅
も
支
給
さ
れ
た
。
ま
た
女
婿
と
親
戚
で
朝
廷
に
在
る
も
の
は
克
官
し
て
本
郷
に
掃
し
た
。

④
賓
瑳
(
巻
四
六
)

興
光
初
、
理
の
女
婿
欝
林
公
司
馬
禰
陀
、
選
を
以
て
臨
淫
公
主
を
向
し
、
瑳
、
調
陀
に
辞
託
を
教
え
、
誹
詩
呪
誼
の
言
あ
り
、
晴
陀
と
同



に
訴
せ
ら
る
。
瑳
に
四
子
あ
り
、
乗
・
持
・
依
並
び
て
中
主
目
皐
生
と
矯
り
、
父
と
同
時
に
法
に
伏
す
。
唯
だ
少
子
遁
の
み
、
逃
匿
し
て
克

を
得
。

こ
の
事
件
で
は
、
賓
瑳
が
女
婿
の
司
馬
禰
陀
に
臨
淫
公
主
を
向
す
る
こ
と
を
辞
退
す
る
方
法
を
教
え
、
そ
こ
に
誹
詩
呪
誼
の
言
が
あ
っ
た
こ
と

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
賓
瑳
と
司
馬
鵡
陀
は
諒
殺
さ
れ
、
賓
珪
の
因
子
の
う
ち
少
子
逢
だ
け
が
逃
亡
し
て
難
を
逃
れ
た
。
ま
た
、

お
な
じ
く
在
四
六
に
合
停
さ
れ
て
い
る
李
一
前
は
、
外
叛
に
よ
り
本
人
お
よ
び
三
子
の
う
ち
の
二
子
を
諒
殺
さ
れ
て
お
り
、
史
臣
日
に
は
「
貌
氏

ょ

の
天
下
を
有
す
る
こ
と
、
百
飴
年
中
、
刑
を
任
じ
て
治
を
矯
し
、
陸
朕
の
問
、
便
ち
夷
減
に
至
る
。
賓
瑳
・
李
訴
の
器
識
は
既
に
美
く
、
時
に

J
れ

日
く
良
幹
と
。
理
は
片
言
を
以
て
疑
似
せ
ら
れ
、
訴
は
夙
故
を
以
て
請
嫌
せ
ら
れ
、
合
門
の
裁
に
嬰
る
、
悲
し
い
か
な
」
と
あ
り
、
北
説
で
は

出
厳
し
い
刑
罰
を
も
っ
て
統
治
し
た
た
め
に
、
些
細
な
こ
と
で
族
滅
に
至
っ
た
と
貌
牧
は
許
し
て
い
る
。

以
上
、
族
減
に
至
っ
た
事
件
を
幾
っ
か
取
り
上
げ
た
が
、

い
ず
れ
も
皇
帝
・
国
家
に
封
す
る
犯
罪
と
い
う
貼
で
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
連
坐
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の
範
固
を
見
る
限
り
、
北
貌
で
は
曹
貌
律
の
よ
う
に
謀
反
大
逆
と
大
逆
不
這
と
を
匝
別
す
る
こ
と
は
な
く
、
す
べ
て
大
逆
罪
と
し
て
捉
え
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

固

史

事

{牛

て
二
章
に
わ
た
っ
て
収
賄
罪
と
族
滅
に
つ
い
て
、
北
貌
律
の
規
定
お
よ
び
事
例
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
牧
賄
に
よ
っ
て
族

滅
さ
れ
た
事
例
は
な
く
、
族
減
に
至
る
の
は
皇
帝
・
園
家
に
封
し
て
重
大
な
罪
を
犯
し
た
場
合
、
所
謂
大
逆
罪
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

す
る
と
族
滅
さ
れ
た
崖
浩
は
、
皇
帝
に
封
し
て
何
ら
か
の
重
大
な
罪
を
犯
し
た
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
主
題
で
あ
る
崖

(
口
)

浩
の
固
史
事
件
の
検
討
に
入
る
が
、
ま
ず
は
問
題
と
さ
れ
た
崖
浩
の
国
史
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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雇
浩
の
園
史
編
纂

崖
浩
は
前
後
二
回
に
わ
た
っ
て
園
史
編
纂
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
が
、
第
一
回
の
園
史
編
纂
は
、
太
武
帝
の
紳
嘉
二
年
(
四
二
九
)
に
行
わ

れ
て
い
る
。
巻
三
五
、
崖
浩
停
に
よ
れ
ば
、

初
め
、
太
組
、
尚
書
郎
部
淵
に
詔
し
て
園
記
十
絵
巻
を
著
せ
し
め
、
編
年
次
事
、
瞳
例
未
だ
成
ら
ず
。
太
宗
に
逮
ん
で
、
廃
し
て
述
べ
ず
。

神
廃
二
年
、
詔
し
て
諸
文
人
を
集
め
固
書
を
撰
録
せ
し
め
、
浩
及
び
弟
の
覧
・
高
諜
・
部
穎
・
晃
耀
・
古
亨
・
黄
輔
等
共
に
著
作
に
参
じ
、

園
書
三
十
巻
を
絞
成
す
。

と
あ
り
、
太
武
帝
は
道
武
帝
期
に
編
纂
さ
れ
た
部
淵
の
『
園
記
』
十
絵
巻
の
あ
と
を
受
け
る
も
の
と
し
て
、
崖
浩
と
崖
覧
・
高
議
・
部
穎
・
晃

継
・
沼
亨
・
黄
輔
ら
丈
人
を
集
め
て
『
圃
主
目
』
三
十
巻
を
編
纂
さ
せ
た
。
こ
の
崖
浩
の
「
国
主
目
』
は
部
淵
『
園
記
』
と
同
様
に
編
年
瞳
で
書
か

れ
、
そ
の
内
容
は
、
明
元
帝
の
内
政
、
太
武
帝
の
始
光
・
神
鹿
年
聞
の
外
征
の
功
業
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
赫
連
氏
の
夏

を
滅
ぼ
し
た
こ
と
が
固
書
編
纂
の
重
要
な
動
機
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
以
下
に
あ
げ
る
太
延
五
年
の
詔
書
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
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二
回
目
の
園
史
編
纂
は
太
延
五
年
(
四
三
九
)
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
巻
三
五
、
崖
浩
惇
に
、

乃
ち
浩
に
詔
し
て
日
く
、
昔
し
皇
酢
の
興
る
や
、
世
々
北
土
に
隆
ま
り
、
俸
を
積
み
仁
を
累
ね
、
多
く
年
載
を
歴
、
津
は
蒼
生
に
流
れ
、

主
義
は
四
海
に
聞
こ
ゆ
。
我
が
太
組
道
武
皇
帝
、
天
人
に
協
順
し
、
以
て
不
服
を
征
し
、
期
に
麿
じ
て
乱
を
擢
き
、
匿
夏
を
奄
有
す
。
太
宗

統
を
承
け
、
前
緒
を
光
隆
し
、
刑
典
を
萱
正
し
、
大
業
惟
新
す
。
然
ど
も
荒
域
の
外
、
猫
お
未
だ
賓
服
せ
ず
。
此
れ
祖
宗
の
遺
志
に
し
て
、

功
を
後
に
胎
す
な
り
。
朕
砂
身
を
以
て
、
宗
廟
を
奉
ず
る
を
獲
、
戦
戟
競
競
た
る
こ
と
、
淵
海
に
臨
む
が
如
く
、
至
重
を
負
荷
し
、
名
を

継
ぎ
烈
を
歪
ぐ
能
わ
ざ
る
を
悟
る
。
故
に
即
位
の
初
、
寧
庭
に
逗
あ
ら
ず
、
威
を
朔
育
に
揚
げ
、
赫
連
を
掃
定
す
。
一
岬
嘉
に
逮
ん
で
、
始

め
て
史
職
に
命
じ
て
前
功
を
注
集
し
、
以
て
一
代
の
典
を
成
さ
し
む
。
爾
よ
り
巳
来
、
戎
旗
仰
に
奉
げ
、
秦
臨
は
克
定
し
、
徐
査
は
塵
な

く
、
遁
冠
を
龍
川
に
平
ら
げ
、
輩
竪
を
涼
域
に
討
つ
。
山
豆
に
股
一
人
済
を
此
に
獲
ん
や
。
宗
廟
の
霊
に
頼
り
、
群
公
卿
士
宣
力
の
放
な
り
。



而
る
に
史
は
其
の
職
を
閥
き
、
篇
籍
著
べ
ず
、
毎
に
斯
の
事
の
墜
つ
る
を
憧
る
。
公
の
徳
は
朝
列
に
冠
た
り
、
三
口
は
世
範
と
馬
り
、
小
大

の
任
、
君
之
に
存
す
る
を
望
む
。
公
に
命
、
ず
、
蓋
に
留
ま
り
、
史
務
を
綜
理
し
、
此
の
主
日
を
述
成
し
、
務
め
て
賓
録
に
従
え
と
。
浩
、
是

に
於
い
て
秘
書
事
を
監
し
、
中
主
目
侍
郎
高
允
・
散
騎
侍
郎
張
偉
を
以
て
著
作
に
参
じ
、
前
紀
を
績
成
す
。
損
盆
褒
庇
、
折
中
潤
色
に
至
り

て
は
、
浩
の
線
す
る
所
な
り
。

と
あ
る
。
こ
の
詔
書
に
よ
れ
ば
、
第
一
回
の
園
書
編
纂
の
目
的
は
、
ぽ
迫
武
帝
・
明
一
冗
帝
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
荒
域
外
の
平
定
、
且
ハ
瞳
的

に
は
赫
連
氏
の
夏
を
掃
定
し
た
こ
と
を
記
録
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
後
、
太
武
帝
は
さ
ら
に
各
地
の
勢
力
を
討
平
し
、

つ
い
に
太
延
五
年

(
四
三
九
三
北
涼
を
平
定
し
て
華
北
統
一
を
成
し
遂
げ
た
。
そ
こ
で
第
二
回
の
園
書
編
纂
で
は
、
こ
の
こ
と
を
記
録
す
る
た
め
に
崖
浩
を
引
き

績
き
園
童
日
編
纂
の
線
責
任
者
(
監
秘
書
事
)
に
据
え
、
高
允
・
張
偉
・
陰
仲
達
・
段
承
根
・
宋
欽
・
閑
湛
・
部
標
ら
文
人
を
集
め
、
先
の
園
童
日

を
績
修
す
る
形
で
編
年
瞳
に
て
編
算
書
主
未
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
な
お
そ
の
際
、
太
武
帝
は
崖
浩
に
「
務
め
て
賓
録
に
従
え
」
と
命
じ
、

そ
れ
を
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受
け
た
崖
浩
が
み
ず
か
ら
の
責
任
で
「
損
読
褒
庇
、
折
中
潤
色
」
を
な
し
た
。

(
国
)

績
修
園
圭
日
は
太
平
異
君
十
年
(
四
四
九
)
頃
に
完
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
完
成
を
、
つ
け
て
著
作
令
史
の
閑
湛
と
部
標
が
崖
浩
に
、
園
主
目

を
石
碑
に
刻
み
崖
浩
の
直
筆
の
跡
を
彰
ら
か
に
し
よ
う
と
持
ち
か
け
、
そ
の
提
案
に
従
っ
た
崖
浩
は
、
首
時
監
固
で
あ
っ
た
景
穆
太
子
の
許
可

を
得
て
、
平
城
の
西
郊
、
郊
天
壇
の
束
三
里
の
と
こ
ろ
に
三

O
O高
銭
を
投
じ
て
立
碑
し
た
。
石
碑
に
は
園
書
の
ほ
か
に
雇
浩
が
註
し
た
五
経(

げ
)

も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
に
は
石
虎
の
宮
殿
の
基
礎
と
し
て
使
用
さ
れ
た
石
材
(
長
さ
一
丈
l
約
二
・
七
メ
ー
ト
ル
)
六

O
枚
が
郭
か
ら
運
ば
れ
、

方
百
三
十
歩
(
約
五
7
メ
ー
ト
ル
四
方
)
に
及
ん
で
石
碑
が
街
路
に
列
を
な
し
た
と
い
う
。

こ
の
行
需
に
封
し
て
高
允
は
、
著
作
郎
の
宗
欽
に
「
閑
湛
の
管
ず
る
所
、
分
寸
の
問
、
恐
ら
く
崖
門
寓
世
の
捕
と
濡
ら
ん
。
五
日
が
徒
も
類
無

し
」
(
巻
四
八
、
高
允
惇
)
と
述
べ
、
在
浩
一
円
さ
ら
に
は
高
允
の
一
族
に
も
嗣
が
及
ぶ
も
の
と
し
て
危
慎
し
た
が
、
ま
も
な
く
こ
の
園
書
の
内

た
だ
し

容
が
「
備
に
し
て
典
か
ら
ず
」
と
し
て
崖
浩
は
訴
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
こ
で
次
節
で
は
、
在
浩
固
書
の
内
容
の
ど
こ
が
問
題
と
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
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雇
浩
圃
書
の
内
容

崖
浩
園
書
の
内
容
上
の
問
題
貼
に
つ
い
て
は
、
周
一
良
氏
に
研
究
が
あ
る
。
周
氏
は

『
耳
白
書
』
巻

二
二
、
荷
堅
載
記
上
に
、

東
は
和
龍
に
出
で
、
西
は
上
郡
に
出
で
、
(
存
)
洛
と
渉
翼
健
の
庭
に
合
す
。
翼
健
戦
敗
し
、
弱
水
に
遁
ぐ
。
存
洛
、
之
を
逐
い
、
勢
宕

迫
し
、
退
き
て
陰
山
に
還
る
。
其
の
子
翼
土
土
、
父
を
縛
し
て
降
る
を
請
い
、
洛
等
、
族
を
振
め
て
還
り
、
封
賞
差
あ
り
。
堅
、
翼
健
の
荒

俗
、
未
だ
仁
義
に
参
ざ
る
を
以
て
、
太
随
一
子
に
入
れ
植
を
習
わ
し
む
。
翼
土
土
、
父
を
執
う
る
の
不
孝
を
以
て
、
之
を
萄
に
遷
す
。

え
っ
て
同
時
代
史
料
で
あ
る

と
あ
る
記
事
を
擦
り
所
に
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
い
う
前
秦
に
よ
る
昭
成
帝
の
長
安
達
行
と
遁
武
帝
の
萄
追
放
は

(

山

口

)

(

叩

)

『
宋
書
」
と
『
南
斉
書
」
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
『
耳
目
童
日
」
載
記
の
記
事
は
信
用
で
き
る
と
し
、

「
貌
室
田
』
に
は
な
く
、
か

さ
ら
に
は

『耳目

童
日
』
載
記
の
底
本
と
な
っ
た
崖
鴻
「
十
六
国
春
秋
』
に
も
同
内
容
の
記
事
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
こ
れ
ら
の
正
史
で
は
、
中
逗

そ
れ
を
内
情
に
通
じ
て
い
な
い
前
秦
と
南
朝
側
が
遁
武
帝
を
昭
成
帝
の
子
と
し
た
と
す
る
。
ま
た
遁
武
帝
は
母
賀
氏
の
抵
婚
の
妹
(
道
武
帝
の
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武
帝
を
昭
成
帝
の
子
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
昭
成
帝
が
息
子
献
明
帝
の
死
後
、
彼
の
嫁
を
妻
と
し
、
孫
を
子
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、

叔
母
)
を
妃
と
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
習
俗
は
鮮
卑
族
に
と
っ
て
本
来
奇
怪
な
も
の
で
は
な
い
が
、
漢
族
文
化
の
影
響
を
受
け
た
太
武
帝
に

と
っ
て
は
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
拓
蹴
部
の
初
期
に
は
同
様
の
習
俗
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
を
崖
浩
が
一
々
備
に
直
筆
し
た
こ
と
で
、
太

武
帝
と
鮮
卑
貴
族
の
禁
忌
に
鰯
れ
、
「
備
に
し
て
典
か
ら
ず
」
と
見
な
さ
れ
て
庭
罰
さ
れ
た
と
周
氏
は
考
え
て
い
る
。

こ
の
周
氏
の
見
解
に
封
し
て
、
佐
藤
賢
氏
が
以
下
の
二
貼
か
ら
批
判
を
加
え
て
い
る
。
第
一
に
、
皇
太
子
の
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
音
書
』

の
よ
う
な
記
載
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
北
族
に
と
っ
て
タ
ブ
l
覗
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
高
允
俸
に
よ
れ
ば
、

崖
浩
が
捨
嘗
し
た
箇
所
は
明
元
帝
・
太
武
帝
期
の
内
容
で
あ
り
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
そ
の
部
分
に
閲
す
る
記
述
内
容
で
あ
っ
て
、
北
貌
建
園

前
後
の
一
幣
史
で
は
な
い
。

佐
藤
氏
の
批
判
の
う
ち
、

二
貼
目
に
つ
い
て
、
改
め
て
巻
四
八
、
高
允
停
を
み
る
と
、



世
組
允
を
召
し
、
謂
い
て
日
く
、
圃
童
日
は
皆
な
崖
浩
が
作
す
や
不
ゃ
。
允
封
え
て
日
く
、
太
組
記
は
、
前
著
作
郎
部
淵
の
撰
す
る
所
な
り
。

先
帝
記
及
び
今
記
は
、
臣
、
浩
と
同
に
作
す
。
然
ど
も
浩
綜
務
す
る
慮
多
く
、
総
裁
す
る
の
み
。
注
疏
に
至
り
で
は
、
臣
、
浩
よ
り
多
し
。

と
あ
り
、
崖
浩
が
捨
告
回
し
た
箇
所
は
先
帝
記
(
明
元
司
君
と
今
記
(
太
武
立
き
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
節
で
確
認
し
た
崖
浩
圃
書

編
纂
事
業
と
も
合
致
す
る
。
仮
に
周
氏
の
い
う
よ
う
な
内
容
が
園
書
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
部
淵
『
園
記
』
の
内
容
に
該
首
し
、
崖
浩

の
園
書
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。
従
っ
て
、
山
産
浩
が
「
備
に
し
て
典
か
ら
ず
」
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
園
書
の
内
容
は
、
『
先
帝
記
」
及
び
~司

l入
7 

記
』
に
お
い
て
崖
浩
が
「
損
盆
褒
庇
、
折
中
潤
色
」
し
た
部
分
に
絞
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
太
延
五
年
の
詔
で
「
務
め
て
貫
録
に
従
え
」
と
直
筆
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
訴
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

筆
者
は
佐
藤
氏
が
指
摘
す
る
以
下
の
こ
と
が
こ
の
事
件
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
「
朝
廷
の
事
績
を
事
細
か
に
直
筆

す
る
こ
と
白
瞳
は
、
史
書
の
正
統
な
あ
り
方
で
あ
り
、
本
来
は
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、

崖
浩
は
太
武
帝
よ
り
「
務
め
て
賓
録
に
従
え
」
と
命
じ
ら
れ
、
「
損
盆
褒
庇
、
折
中
潤
色
」
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
固
書
に
は
園
家
の
得
失
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と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
れ
を
石
碑
に
刻
ん
で
公
衆
の
目
に
す
る
と
こ
ろ
と
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
」

0

に
関
す
る
崖
浩
の
見
解
が
盛
り
込
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
は
時
の
皇
帝
に
封
す
る
批
判
も
首
位
爪
含
ま
れ
る
。
そ
れ
が
史
書
の
停
統
で
あ

っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
人
君
は
言
行
奉
動
を
慎
む
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
将
来
に
お
い
て
公
開
さ
れ
る
も
の
、
現
世
に
お
い
て
は
皇
帝

が
見
て
慎
む
も
の
で
あ
っ
て
、
大
衆
に
公
開
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
崖
浩
は
そ
れ
を
石
碑
に
刻
ん
で
-
公
開
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
公

然
と
皇
帝
を
批
判
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
大
逆
不
遁
で
あ
る
と
し
て
碑
を
謹
ん
だ
人
々
か
ら
告
，
註
さ
れ
た
。
崖
浩
が
直
筆
し
た
園
書
を
石
碑
に

刻
ん
で
公
開
し
た
こ
と
が
結
果
的
に
大
逆
不
這
罪
に
抵
鰯
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
山
住
浩
が
族
滅
さ
れ
た
理
由
は
説
明
が
つ
く
。

な
お
国
主
目
を
石
碑
に
刻
ん
で
公
開
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
の
は
、
首
時
監
圃
で
あ
っ
た
景
穆
太
子
で
あ
る
が
、
崖
浩
俸
に
「
而
し
て
石
銘
衛

路
に
額
在
し
、
往
来
行
く
者
成
な
以
て
一
三
一
口
を
矯
し
、
事
遂
に
開
設
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
園
書
の
内
容
に
つ
い
て
碑
丈
を
謹
ん
だ
も
の
が
訴
え
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た
こ
と
で
は
じ
め
て
事
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
景
穆
太
子
は
事
前
に
圃
書
の
内
容
を
知
ら
な
い
で
許
可
し
た
か
、
或
い
は
内
容
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は
知
っ
て
い
た
が
そ
れ
が
皇
帝
を
誹
詩
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
景
穆
太
子
は
今
回
の
立
碑
を
、

か
つ
て
衡
操
が
桓
帝
・
穆
帝
の
た
め
に
大
部
城
の
南
に
建
て
た
碑
の
よ
う
な
(
巻
二
一
二
、
衛
操
惇
)
太
武
帝
の
治
績
を
顕
彰
す
る
も
の
と
考
え
許

可
し
た
の
で
あ
ろ
、
っ
。

崖
浩
が
国
主
日
の
ど
の
箇
所
に
お
い
て
皇
帝
を
誹
誇
し
た
の
か
は
、
園
童
日
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
不
明
と
す
る
他
は
な
い
が
、
崖
浩
が
捨
首
し

た
箇
所
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
北
涼
平
定
に
よ
る
華
北
統
一
と
い
う
太
武
帝
の
大
事
業
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
こ
と
を
述
べ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
崖
浩
を
審
問
し
た
太
武
帝
の
激
し
い
怒
り
は
、
と
も
に
華
北
統
一
を
成
し
遂
げ
た
崖
浩
が
、
そ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
言
動

を
し
た
こ
と
に
封
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

か
く
て
崖
浩
は
、
直
筆
し
た
園
史
を
立
碑
す
る
こ
と
で
、
公
然
と
太
武
帝
を
誹
諒
し
て
い
る
と
し
て
告
護
さ
れ
、
副
責
任
者
の
高
允
と
と
も

さ
れ
た
が
、

に
太
武
帝
よ
り
尋
問
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
尋
問
の
際
、
高
允
は
賓
直
に
陸
封
し
た
こ
と
で
、
太
武
帝
に
貞
臣
で
あ
る
と
評
債
さ
れ
不
問
と

一
方
、
崖
浩
は
首
惑
す
る
ば
か
り
で
ま
と
も
に
麿
封
で
き
ず
、
か
え
っ
て
太
武
帝
の
怒
り
を
買
い
「
浩
よ
り
己
下
憧
吏
己
上
百
二
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十
八
人
皆
な
五
族
を
夷
ら
ぐ
」
と
い
う
決
定
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に
封
し
て
、
高
允
は
「
浩
の
坐
す
る
所
、
若
し
更
に
絵
筆
有
る
か
は
、

臣
の
敢
え
て
知
る
と
こ
ろ
に
非
ず
。
直
だ
犯
輔
を
以
て
す
る
は
、
罪
死
に
至
ら
ず
」
(
高
允
惇
)
と
、
崖
浩
に
飴
罪
が
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、

直
筆
は
死
罪
に
相
官
す
る
罪
で
は
な
い
こ
と
を
太
武
帝
に
訴
え
る
。
こ
の
高
允
の
謹
言
に
つ
い
て
、
佐
藤
氏
は
、
直
筆
は
死
罪
に
相
首
す
る
罪

に
は
首
た
ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
で
も
星
浩
を
訴
殺
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
別
の
罪
肢
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
太
武
帝
に
悟
ら
せ
る
こ
と
が
目
的
で

あ
っ
た
と
し
、
高
允
の
謹
言
を
受
け
た
太
武
帝
は
、
再
調
査
を
命
じ
、
そ
の
結
果
、
崖
浩
に
牧
賄
の
事
賓
が
設
費
し
た
こ
と
で
、
直
筆
か
ら
牧

賄
へ
罪
状
の
饗
更
が
な
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
高
允
の
護
言
は
、
崖
浩
に
絵
罪
が
あ
る
か
再
調
査
を
し
て
、
太
武
帝
に
崖

浩
を
詠
殺
す
る
た
め
の
別
の
罪
肢
を
探
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
直
筆
で
も
っ
て
「
浩
よ
り
己
下
憧
吏
己
上
百
二
十
八
人

皆
な
五
族
を
夷
ら
ぐ
」
と
し
た
決
定
に
封
し
て
、
あ
ま
り
に
厳
し
す
ぎ
る
と
し
て
疑
義
を
呈
し
た
も
の
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
北
貌
に
は

「
死
に
首
る
者
、
部
案
じ
て
奏
聞
す
。
死
す
れ
ば
復
た
生
く
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
監
官
の
干
す
る
能
わ
ざ
る
を
憧
れ
、
獄
成
れ
ば
比
白
な
呈



し
、
帝
親
ら
問
に
臨
み
、
異
辞
怨
言
無
く
ば
乃
ち
紹
す
」
(
刑
罰
志
)
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
死
刑
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
判
決
案
が
で
き
た
ら

す
べ
て
上
奏
し
、
皇
帝
が
親
し
く
臨
御
し
て
問
い
た
だ
し
、
否
認
の
申
し
立
て
や
怨
言
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
死
刑
を
執
行
す
る
こ

をと
召に
しな
出 つ

して
てい
審る
議
し従

っ
そ で
の
没士 、，
小口 丸一

果 の
場

一-， t-
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考

手(太
弓き武
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が
τ" F司

允
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一、、ー/

連
坐
と
克
連
坐

本
節
で
は
、
固
史
事
件
の
最
終
判
決
「
浩
、
立
見
に
族
滅
、
鈴
は
皆
な
身
も
て
死
す
」
に
よ
っ
て
連
坐
し
た
も
の
を
検
討
し
、
連
坐
が
ど
の
範

固
で
行
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
、
連
坐
が
桂
浩
俸
に
い
う
「
清
河
屋
氏
は
遠
近
と
無
く
、
市
陽
慮
氏
・
太
原
郭
氏
・
河
東
柳

氏
、
皆
な
浩
の
姻
親
、
童
く
其
の
族
を
夷
ら
ぐ
」
と
い
う
範
固
で
賓
行
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
事
件
を
胡
漢
封
立
か

ら
説
明
す
る
先
行
研
究
で
は
、
清
河
崖
氏
お
よ
び
姻
戚
閥
係
に
あ
っ
た
沼
陽
慮
氏
・
太
原
郭
氏
・
河
東
柳
氏
ま
で
も
壷
く
族
滅
さ
れ
た
と
し
、
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こ
の
事
件
が
漢
人
名
族
に
封
す
る
北
族
支
配
者
に
よ
る
弾
匡
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
封
し
て
、
事
件
に
連
坐
し
た
者

(

ロ

)

(

お

)

(

包

)

を
調
査
し
た
佐
藤
氏
・
陳
識
仁
氏
・
張
金
龍
氏
の
研
究
で
は
、
清
河
崖
氏
す
べ
て
が
連
坐
し
て
は
い
な
い
こ
と
、
ま
た
連
坐
者
に
比
べ
て
克
連

坐
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
件
は
北
族
支
配
者
に
よ
る
漢
人
名
族
の
弾
匡
と
い
う
胡
漢
封
立
の
側
面
は
見
い
だ
し
が
た
い
と
す
る
。
こ
の

指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
筆
者
も
そ
の
見
解
に
賛
同
す
る
が
、
連
坐
封
象
の
調
査
に
闘
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に
不
足
な
箇
所
が
あ
る
の
で
、

改
め
て
調
査
し
、
連
坐
の
範
園
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
思
う
。
な
お
本
稿
末
尾
に
星
氏
関
係
国
を
掲
げ
て
お
い
た
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
願

、叶ノ。【
連
坐
者
】
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崖
氏
一
族
の
う
ち
、
連
坐
し
て
慮
刑
さ
れ
た
者
は
、
崖
浩
本
人
と
弟
の
崖
悟
。
も
う
ひ
と
り
の
弟
の
崖
買
は
事
件
前
に
死
亡
し
て
い
る
。
ま
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た
崖
浩
に
は
他
に
も
弟
が
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
従
兄
弟
の
崖
蔚
は
南
朝
宋
に
亡
命
し
て
給
事
黄
門
侍
郎
と
し
て
仕
え

(
お
)

た
の
ち
、
延
興
二
年
(
四
七
二
)
に
再
び
北
貌
に
戻
り
穎
川
郡
守
と
な
っ
た
。

(
訂
)

姻
族
で
は
郭
洪
之
が
刑
死
し
た
ほ
か
、
慮
遣
の
後
妻
(
王
賓
興
の
従
母
)
が
浸
官
さ
れ
た
が
、
慮
度
世
・
郭
昨
・
柳
光
世
・
王
賓
興
は
い
ず

れ
も
逃
亡
し
て
難
を
逃
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
柳
光
世
に
つ
い
て
は
、
『
宋
童
日
』
巻
七
七
、
柳
元
景
停
に
、

元
景
の
従
組
弟
光
世
、
先
に
郷
里
に
留
ま
り
、
索
虜
以
て
折
衝
将
軍
・
河
北
太
守
と
馬
し
、
西
陵
男
に
封
ず
。
光
世
の
姉
夫
は
備
司
徒
星

浩
、
虜
の
相
な
り
。
一
冗
嘉
二
十
七
年
、
虜
主
拓
政
査
問
、
南
し
て
汝
・
頴
を
冠
し
、
浩
密
に
異
国
あ
り
、
光
世
河
北
の
義
士
を
要
し
て
浩
に

麿
を
属
す
。
浩
の
謀
世
れ
て
訴
せ
ら
れ
、
河
東
の
大
姓
の
謀
に
坐
連
し
て
夷
滅
す
る
者
甚
だ
衆
く
、
光
世
、
南
奔
し
て
克
を
得
。

と
あ
り
、
南
朝
宋
の
元
嘉
二
十
七
年
(
四
五
O
)
、
太
武
帝
が
汝
南
・
頴
川
に
侵
攻
し
た
際
、
崖
浩
が
叛
乱
を
起
こ
し
、
柳
光
世
も
河
北
義
士
を

卒
い
て
そ
れ
に
呼
庭
す
る
計
重
が
あ
っ
た
が
、
事
前
に
計
量
が
漏
れ
て
崖
浩
は
諒
殺
さ
れ
、
河
東
の
大
姓
も
多
く
が
連
坐
し
て
族
滅
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
な
か
柳
光
世
だ
け
は
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
が
、
崖
浩
が
叛
乱
を
計
量
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
柳
光
世
が
南
朝
宋
に
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取
り
入
る
た
め
の
方
便
と
し
て
持
ち
出
し
た
話
で
あ
っ
て
内
容
の
信
濃
性
は
低
い
。

ま
た
慮
度
世
に
つ
い
て
は
、
巻
四
七
、
慮
玄
惇
に
、

度
世
の
ち
崖
浩
の
事
を
以
て
、
官
を
棄
て
高
陽
の
鄭
罷
…
の
家
に
逃
れ
、
罷
…
之
を
匿
す
。
使
者
罷
…
の
長
子
を
囚
え
、
終
に
揺
楚
を
加
え
ん
と

す
。
罷
…
之
を
戒
め
て
日
く
、
君
子
は
身
を
殺
し
て
以
て
人
と
成
る
。
汝
死
す
と
難
も
一
言
、
つ
な
か
れ
と
。
子
父
の
命
を
奉
じ
、
遂
に
考
掠
せ

ら
れ
、
乃
ち
其
の
躍
を
火
蕪
し
、
因
り
て
以
て
物
故
す
る
に
至
る
も
、
卒
に
言
う
所
な
し
。
度
世
の
ち
弟
を
し
て
罷
の
妹
を
取
女
ら
し
め
、

以
て
其
の
思
に
報
い
る
。
世
租
江
に
臨
み
、
劉
義
隆
、
其
の
殿
中
将
軍
黄
延
年
を
使
わ
し
て
朝
貢
す
。
世
組
、
延
年
に
聞
い
て
日
く
、
市

陽
の
慮
度
世
、
崖
浩
と
親
通
す
る
に
坐
し
、
命
を
江
表
に
逃
れ
、
躍
に
己
に
彼
に
至
る
べ
き
か
と
。
延
封
え
て
日
く
、
都
下
聞
く
無
し
、

首
に
必
ず
至
ら
ざ
る
べ
し
と
。
世
組
、
東
宮
に
詔
し
て
、
度
世
の
宗
族
の
逃
亡
及
び
籍
浸
す
る
者
を
赦
す
。
度
世
乃
ち
出
づ
。
京
に
赴
り
、

中
童
日
侍
郎
を
拝
し
、
爵
を
襲
、
っ
。



と
あ
り
、
慮
度
世
に
封
し
て
政
府
の
巌
し
い
捜
索
が
行
わ
れ
、
慮
度
世
を
匿
っ
た
鄭
罷
…
の
家
で
は
長
子
が
尋
問
の
た
め
に
死
亡
し
た
。
ま
た
南

朝
へ
の
亡
命
を
疑
っ
た
太
武
帝
は
、
南
朝
宋
の
丈
帝
が
抵
遣
し
て
き
た
使
者
責
延
年
に
封
し
て
、
江
南
に
渡
っ
て
い
な
い
か
聞
い
て
い
る
。
し

か
し
ま
も
な
く
景
穆
太
子
に
命
じ
て
、
慮
度
世
の
宗
族
で
逃
亡
し
た
も
の
及
び
籍
浸
さ
れ
た
者
を
赦
克
す
る
詔
書
を
出
し
た
。
陳
氏
に
よ
れ
ば
、

赦
克
の
詔
書
は
正
平
元
年
(
四
五
一
)
五
月
の
大
赦
の
際
に
出
さ
れ
て
お
り
、
雇
浩
事
件
の
わ
ず
か
半
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
措
置
は
、

(
お
)

事
件
に
連
坐
し
た
漢
人
名
族
が
こ
ぞ
っ
て
南
朝
へ
亡
命
す
る
こ
と
を
警
戒
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

(

州

出

)

最
後
に
、
編
纂
官
で
連
坐
し
て
庭
刑
さ
れ
た
と
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
者
は
、
宗
欽
と
段
承
根
で
あ
る
が
、
他
に
立
惇
さ
れ
て
い
な
い
人
物

で
本
人
の
み
慮
刑
さ
れ
た
者
が
百
二
十
人
徐
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
こ
の
事
件
を
招
い
た
閲
湛
・
部
標
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

【
克
連
坐
者
】

清
河
崖
氏
の
う
ち
崖
寛
・
崖
願
・
崖
模
は
「
遠
来
疏
族
」
と
い
う
こ
と
で
赦
克
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
崖
氏
関
係
国
を
見
れ
ば
は
っ
き
り
す
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る
が
、
崖
浩
事
件
で
連
坐
し
た
も
の
は
、
清
河
崖
氏
の
う
ち
崖
林
に
連
な
る
一
族
で
あ
り
、
そ
の
他
の
崖
淡
と
崖
覇
に
連
な
る
崖
願
・
崖
模
と

「
遠
来
疏
族
」
で
あ
る
桂
寛
は
封
象
外
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
崖
浩
停
に
い
う
よ
う
な
清
河
崖
氏
が
一
網
打
査
に
さ
れ
た
と
い
う
の
は
事
賓
で

(
初
)

は
な
い
。
ま
た
姻
戚
闘
係
者
で
は
、
崖
浩
の
弟
の
娘
を
妻
と
し
た
公
孫
叡
(
巻
三
三
本
惇
)
、
同
じ
く
崖
浩
の
弟
(
公
孫
叡
の
義
父
と
同
一
人
物
か

は
不
明
。
程
氏
閥
係
国
で
は
別
人
と
し
て
あ
る
)
の
娘
を
妻
と
し
た
李
敷
な
ら
び
に
崖
浩
の
姑
を
組
母
に
も
つ
劉
芳
(
い
ず
れ
も
を
五
五
、
劉
芳
惇
)

に
は
事
件
の
影
響
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
程
倍
以
外
の
崖
浩
諸
弟
は
事
件
前
に
死
亡
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

編
纂
官
の
な
か
で
唯
一
高
允
だ
け
が
罪
を
赦
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
を
佐
藤
氏
は
、
程
黒
子
の
事
件
(
第
一
章
参
照
)
を
参
考
に
、
太
武
帝
の

召
聞
に
封
し
て
高
允
が
諌
め
周
到
な
準
備
を
し
て
い
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
に
は
高
允
が
赦
克
さ
れ
る
と
い
う
確
か
な
成
算
が

あ
っ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
程
黒
子
事
件
に
お
け
る
高
允
の
助
言
や
太
武
帝
の
召
問
に
針
す
る
高
允
の
言
動
は
、
彼
の
慮
世
術
で
あ
る
こ
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と
は
確
か
で
あ
る
が
、
高
允
が
罪
を
許
さ
れ
た
の
は
、
太
武
帝
の
尋
問
に
封
し
て
賓
直
に
麿
封
し
た
こ
と
以
上
に
皇
太
子
の
助
命
嘆
願
が
あ
っ
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た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。
太
武
帝
の
召
問
で
は
常
に
景
穆
太
子
が
静
護
し
、
ま
た
疑
義
を
呈
し
た
高
允
に
激
怒
し
た
太
武
帝
が
、
高
允
を
捕

縛
す
る
よ
う
命
じ
た
際
も
、
再
び
景
穆
太
子
が
静
護
し
て
事
な
き
を
得
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
景
穆
太
子
の
嘆
願
が
な
け
れ
ば
高
允
も
崖
浩
同

様
に
い
庭
刑
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
世
租
日
く
、
崖
浩
諒
す
る
時
、
允
も
亦
た
麿
に
死
す
べ
き
に
、
東
宮
苦
り
に
諌
め
、
是
を
以
て
克
を
得
」

(
訂
)

(
高
允
停
)
と
い
う
太
武
帝
の
謹
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
高
允
自
身
も
そ
の
駐
を
認
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
高
允
は
崖
浩
を
死
に
追
い
や

れ
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

崖
浩
事
件
の
連
坐
者
は
、
清
河
崖
氏
の
う
ち
で
も
崖
林
に
連
な
る
一
族
に
限
ら
れ
、
ま
た
崖
氏
と
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
詰
陽
慮
氏
・
太
原
郭

氏
・
河
東
柳
氏
に
も
連
坐
の
範
園
は
及
ん
だ
も
の
の
、
多
く
の
も
の
が
逃
亡
し
、
そ
れ
ら
逃
亡
者
お
よ
び
浸
官
さ
れ
た
も
の
に
封
し
て
、
事
件

後
半
年
で
赦
克
の
詔
書
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

や
は
り
こ
の
事
件
を
漢
人
名
族
に
封
す
る
北
族
支
配
者
に
よ
る
弾
匡
と
見
な
す
の
は
早

計
で
あ
ろ
う
。
事
件
後
、
逃
亡
し
て
い
た
慮
度
世
は
中
書
侍
郎
と
し
て
復
時
し
、
王
賓
興
は
州
の
泊
中
従
事
・
別
駕
に
昨
召
さ
れ
、
ま
た
秀
才

に
奉
げ
ら
れ
た
が
、

い
ず
れ
も
断
っ
て
い
る
。
郭
一
昨
は
事
件
首
時
二
歳
で
あ
っ
た
が
、

二
十
歳
に
な
る
と
州
の
主
簿
と
な
り
、
孝
丈
帝
の
初
め
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に
は
秀
才
に
奉
げ
ら
れ
、
中
書
博
士
に
#
汗
さ
れ
、
の
ち
中
書
侍
郎
・
尚
書
左
丞
・
長
兼
給
侍
黄
門
侍
郎
と
出
世
し
て
い
る
。

よ
っ
て
雇
浩
事
件
の
結
果
、
事
件
に
闘
輿
し
た
も
の
の
庭
罰
お
よ
び
事
件
関
係
者
の
逃
亡
に
よ
り
、
一
時
的
に
漢
人
の
北
貌
政
界
に
お
け
る

(
辺
)

活
動
は
弱
ま
っ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
大
局
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
輿
え
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
む
し
ろ
固
史
編
纂
事
業
に
お
い
て
、

(
お
)

こ
の
事
件
の
影
響
が
強
く
建
っ
た
こ
と
は
す
で
に
陳
氏
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
あ
え
て
附
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け

た
の
は
、

北
斉
に
お
い
て

『
貌
書
』
の
編
纂
を
命
じ
ら
れ
た
説
牧
で
あ
ろ
う
。
貌
牧
は
文
宣
帝
よ
り
「
直
筆
を
好
む
、
我
れ
終
に
貌
太
武
の
史

官
を
諒
す
る
を
作
さ
ず
」
(
『
北
史
』
巻
五
六
、
競
牧
惇
)
と
の
詔
救
を
賜
り
、
「
貌
童
日
」

の
編
纂
に
あ
た
っ
た
が
、
文
宣
帝
の
こ
の
謹
言
は
、
逆

に
貌
牧
に
は
匪
力
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
直
筆
す
れ
ば
崖
浩
の
よ
う
に
詠
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
貌
牧
は
、
直
筆
は
死
に
相
嘗
す

る
罪
で
は
な
い
こ
と
を
高
允
停
の
な
か
で
、
高
允
の
口
を
借
り
て
し
き
り
に
説
き
、
ま
た
崖
浩
停
で
は
「
浩
受
賊
に
伏
す
」
と
あ
た
か
も
崖
浩

が
収
賄
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
書
く
こ
と
で
、
『
貌
圭
日
』
編
纂
に
あ
た
る
自
己
の
保
険
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ



う
に
考
え
る
と
桂
浩
俸
の
「
浩
受
昧
に
伏
す
」
は
、
崖
浩
が
牧
賄
罪
に
よ
り
裁
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
事
件
の
結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

と
、
賄
賂
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
賄
賂
を
も
ら
っ
て
不
正
な
記
遮
を
し
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
族
滅
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
よ
っ
て
崖
浩
の
罪
賦
は
牧
賄
罪
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
賄
賂
を
も
ら
っ
て
正
し
く
な
い
こ
と
を
記
し
、
皇
帝
を
誹
詩
し
た
と
判
断
さ
れ

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
大
逆
不
遁
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
あ
る
。

お

わ

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
園
史
直
筆
と
族
減
の
闘
係
に
つ
い
て
、
北
貌
の
法
制
に
照
ら
し

て
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
北
貌
法
制
上
の
牧
賄
罪
の
規
定
と
賓
例
を
検
討
し
、
牧
賄
罪
は
本
人
が
死
罪
と
な
る
に
過
、
ぎ
ず
、

族
滅
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
崖
浩
停
の
「
浩
受
賊
に
伏
す
」
は
、
収
賄
に
よ
っ
て
裁
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

つ
い
で
第
二
章
に
お
い
て
、
族
減
に
至
る
事
例
を
検
討
し
、
大
逆
不
遁
や
謀
反
大
逆
な
ど
、
皇
帝
に
封
す
る
犯
罪
の
と
き
に

適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
く
に
園
識
・
詩
書
が
、
皇
帝
に
封
す
る
誹
誇
と
し
て
族
滅
に
相
官
す
る
罪
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
と
を
述
べ
た
。
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崖
浩
事
件
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
三
章
に
お
い
て
、
国
史
事
件
を
「
大
逆
不
遁
」
と
の
関
連
か
ら
検
討
し
た
。
崖
浩
は
直

筆
し
た
園
書
を
石
碑
に
刻
ん
で
建
て
た
が
、
公
開
さ
れ
た
碑
に
は
園
家
の
得
失
に
つ
い
て
、
崖
浩
の
個
人
的
な
見
解
が
「
損
盆
褒
庇
、
折
中
潤

色
」
と
い
う
形
で
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
謹
ん
だ
も
の
が
正
し
く
な
い
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
と
し
て
訴
え
た
こ
と
で
事
件
と
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
公
然
と
皇
帝
を
誹
詩
す
る
行
矯
す
な
わ
ち
大
逆
不
遁
に
あ
た
る
。
大
逆
不
遁
の
罪
を
犯
し
た
者
に
封
す
る
庭
罰
は
族
減
で
あ
る
。
雇
浩

園
史
事
件
は
、
大
逆
事
件
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
崖
浩
の
族
滅
と
い
う
結
果
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
崖
浩
は
北
族
と
も
漢
族
と
も
衝
突
す
る
事
件
を
度
々
起
こ
し
て
お
り
、
北
貌
政
界
に
は
崖

浩
を
よ
く
思
わ
な
い
勢
力
が
胡
漢
を
問
わ
ず
存
在
し
た
こ
と
は
筆
者
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
崖
浩
の
園
童
日
を
謹
ん
で
不
正
な
内
容
が
書
か
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れ
て
い
る
と
訴
え
出
た
も
の
は
、
そ
う
し
た
崖
浩
の
敵
封
勢
力
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
事
件
は
、
崖
浩
が
皇
帝
に
封
し
て
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大
逆
不
這
の
罪
を
犯
し
た
と
い
う
貼
が
重
要
で
あ
る
。
崖
浩
が
と
き
に
北
族
・
漢
族
と
封
立
し
な
が
ら
も
北
親
政
界
を
リ
ー
ド
し
て
こ
ら
れ
た

の
は
、
太
武
帝
の
絶
大
な
る
信
頼
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
園
史
事
件
に
お
い
て
崖
浩
は
皇
帝
に
封
し
て
重
大
な
罪
を
犯
し
た
こ
と
で
、
太

武
帝
の
信
頼
を
失
い
抹
殺
さ
れ
た
。
園
史
事
件
は
崖
浩
が
そ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
起
こ
し
て
き
た
問
題
と
は
別
次
元
の
も
の
で
、
太
武
帝
に
直

接
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
に
族
滅
と
い
う
巌
し
い
結
果
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
+
-(

1
)

岡
崎
文
夫
『
貌
耳
目
南
北
朝
通
史
』
(
弘
文
堂
書
房
、
一
九
一
一
一
一
一
年
)
。

な
お
崖
浩
事
件
に
闘
す
る
主
要
な
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
劉
園
石

「一泡二

O
年
来
程
浩
之
死
研
究
概
観
」
(
『
中
園
史
研
究
動
態
』
一
九

九
八
年
)
、
陳
識
仁
「
北
貌
崖
浩
案
的
研
究
輿
討
論
」
(
『
史
原
』
第

二
一
期
、
一
九
九
九
年
)
、
佐
藤
賢
「
崖
浩
抹
殺
の
背
景
」
(
『
歴

史
』
一

O
三
輯
、
二

O
O
四
年
)
に
詳
細
な
ま
と
め
が
あ
り
、
こ
の

事
件
を
胡
漢
封
立
か
ら
理
解
す
る
研
究
が
支
配
的
で
あ
る
研
究
傾
向

が
う
か
が
え
る
。

(
2
)

陳
漢
干
・
陳
漠
玉
「
山
梓
浩
之
諒
奥
民
族
矛
盾
何
闘
」
(
『
民
族
研

究
』
一
九
八
二
年
五
期
)
o

こ
の
論
文
で
は
、
崖
浩
の
行
動
が
民
族

問
題
に
抵
鰯
す
る
か
否
か
を
五
等
封
建
制
・
姓
族
分
明
・
崇
拝
貴
鼻

問
題
・
園
史
事
件
に
つ
い
て
検
討
し
、
い
ず
れ
も
民
族
問
題
と
は
関

係
し
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
と
く
に
園
史
事
件
に
つ
い
て
は
、

史
官
が
直
筆
し
て
殺
害
さ
れ
る
こ
と
は
異
民
族
支
配
の
と
き
に
限
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
北
貌
政
界
に
お
い
て
胡
漠
問
わ
ず
多
数

の
政
敵
を
抱
え
る
な
か
唯
一
の
支
持
者
で
あ
っ
た
太
武
帝
が
園
史
直

筆
に
激
怒
し
、
経
浩
は
抹
殺
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
す
る
。
北
貌
政
界

お
よ
び
園
史
事
件
に
お
け
る
梓
浩
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
筆
者
も

賛
同
す
る
が
、
事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
直
筆
と
誌
殺
の
関
係
に
は

言
及
が
な
く
、
検
討
の
絵
地
が
あ
る
。

(
3
)

佐
藤
賢
「
崖
浩
諒
殺
の
背
景
」
(
『
一
昨
史
』
一

O
三
輯
、
二

O
O
四

年
)

0

(
4
)

張
金
龍
『
北
貌
政
治
史
四
』
(
甘
粛
教
育
出
版
社
、
二

O
O
八

年
)
は
、
『
北
史
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
唐
初
の
段
階
で
す
で
に

崖
浩
事
件
を
胡
漢
封
立
か
ら
と
ら
え
る
楓
黙
が
現
れ
、
そ
の
後
、
南

宋
の
葉
遁
や
明
末
清
初
の
王
夫
之
が
強
烈
な
民
族
意
識
の
も
と
で
こ

の
事
件
を
捉
え
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
5
)

員
君
十
一
年
六
月
諒
浩
、
清
河
崖
氏
無
遠
近
、
活
陽
慮
氏
・
太
原

郭
氏
・
河
東
柳
氏
、
皆
浩
之
姻
親
、
蓋
夷
其
族
。
初
、
部
標
等
立
石

銘
刊
図
記
、
浩
蓋
述
園
事
、
備
而
不
典
。
而
石
銘
額
在
街
路
、
往
来

行
者
成
以
篤
言
、
事
遂
開
設
。
有
司
按
験
、
取
秘
書
郎
吏
及
長
暦
生

数
百
人
意
朕
。
浩
伏
受
隊
、
其
秘
書
郎
吏
己
下
室
死
。

(
6
)

内
田
智
雄
編
『
誇
注
中
園
歴
代
刑
法
志
』
(
創
文
枇
、
一
九
六

四
年
。
二

O
O
五
年
版
)
一

O
六
員
参
照
。

(
7
)

内
田
、
前
掲
書
二

O
八
頁
は
、
唐
律
に
い
う
不
柾
法
の
臓
を
い
う

の
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
唐
律
に
よ
る
と
、
不
柾
法
の
刑
は
杖
九

54 
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十
(
臓
一
尺
)
か
ら
加
役
流
(
三
十
疋
以
上
)
ま
で
。
律
令
研
究
舎

編
『
誇
注
目
本
律
令
五
唐
律
疏
議
誇
注
篇
こ
(
東
京
堂
出
版
、

一
九
七
九
年
。
一
九
九
九
年
版
)
一
八
八
頁
参
照
。

(
8
)

『
通
典
」
虫
色
一
六
回
、
刑
法
二
、
後
貌
と
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二

六
、
斉
紀
二
、
武
帝
、
水
明
二
年
九
月
伎
で
は
二
十
匹
と
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
量
の
多
少
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
な
い
の
で
、
『
貌

書
』
の
記
述
に
従
っ
て
二
再
似
と
し
て
お
く
。

(
9
)

冨
谷
至
「
究
極
の
内
刑
か
ら
生
命
刑
へ
|
|
漢
!
唐
死
刑
考
」

(
冨
谷
至
編
『
束
ア
ジ
ア
の
死
刑
』
京
都
大
撃
墜
術
山
山
版
合
、
二

O

O
八
年
所
収
)

0

(
日
)
内
出
、
前
掲
書
一
一

O
頁。

(
日
)
連
坐
の
範
園
で
あ
る
三
族
に
つ
い
て
は
、

H
父
・
子
・
孫
。
口
父

母
・
兄
弟
・
妻
子
。
臼
父
族
・
母
族
・
妻
族
な
ど
の
読
が
あ
り
、
ま

た
五
族
に
つ
い
て
は
、
ハ
門
組
父
母
・
父
母
・
妻
お
よ
び
同
産
・
子
・

孫
の
五
世
代
。
口
五
服
内
の
親
と
す
る
説
が
あ
り
、
時
代
に
よ
っ
て

も
異
な
る
が
、
本
稿
で
は
⑤
の
史
料
が
北
貌
に
お
け
る
用
例
を
示
し

て
い
る
と
考
え
、
こ
れ
を
基
準
と
し
た
。
な
お
楊
一
凡
総
主
編
『
中

園
法
制
史
考
詮
』
甲
編
第
三
巻
(
高
旭
長
編
)
・
歴
代
法
制
考
・
雨

漠
貌
音
南
北
朝
法
制
考
(
中
園
枇
合
科
墜
出
版
祉
、
二

O
O
三
年
)

で
は
、
北
貌
の
連
坐
に
は
五
族
・
三
族
・
門
誌
・
房
誌
の
四
段
階
あ

っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
五
族
[
詠
同
籍
]
は
、
五
服
内
親
族
及
び

同
姓
同
宗
の
無
服
の
親
族
と
戸
籍
を
同
じ
く
す
る
依
附
人
口
(
奴
蝉

部
尚
・
佃
戸
)
o

一
二
族
は
同
曾
組
下
の
本
宗
親
族
。
門
誌
[
門
房
之

諒
]
は
岨
父
・
孫
・
父
母
・
妻
子
・
同
産
(
兄
弟
及
び
そ
の
妻
子
・

未
婚
の
姉
妹
)
。
房
誌
は
犯
罪
者
の
妻
・
子
・
孫
で
あ
る
。
こ
れ
が

孝
文
帝
の
太
和
五
年
詔
に
よ
っ
て
、
五
族
か
ら
は
無
服
の
親
族
お
よ

び
高
祖
・
曾
組
同
源
親
族
が
除
外
さ
れ
、
三
族
か
ら
は
父
母
・
兄
弟

お
よ
び
そ
の
家
族
が
除
外
さ
れ
、
門
誌
か
ら
は
父
母
・
兄
弟
お
よ
び

そ
の
家
族
が
除
外
さ
れ
、
五
族
は
三
族
、
三
族
は
門
誌
、
門
誌
は
房

誌
に
降
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
本
来
日
の
説
明
に
従
え
ば
五
族
は
門

誌
に
な
り
、
ま
た
三
族
と
門
諜
の
除
外
者
が
一
致
す
る
な
ど
混
乱
が

あ
り
、
一
等
ず
つ
降
格
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
本

稿
で
は
表
の
復
元
に
従
う
。

(
ロ
)
内
田
、
前
掲
圭
一
一
一
一
一
頁
。

(
日
)
巻
四
O
、
陸
叡
停
に
は
「
叡
未
設
、
遂
奥
泰
等
同
謀
構
逆
。
賜
死

獄
中
、
聴
克
祭
裁
、
徒
其
妻
子
潟
遼
西
郡
民
」
と
あ
り
、
ま
た
そ
の

あ
と
に
績
け
て
李
沖
と
子
烈
に
出
し
た
詔
書
の
な
か
で
一
九
杢
と
そ
の

二
子
会
弟
に
到
し
て
門
誌
を
兎
じ
て
庶
人
と
す
る
旨
を
逮
べ
て
い
る
。

(
比
)
巻
三
二
、
封
玄
之
惇
。
ま
た
太
平
民
君
四
年
(
四
四
三
)
九
月
、

封
沓
と
在
的
選
が
柔
然
遠
征
の
際
に
柔
然
に
逃
亡
す
る
事
件
が
お
き
、

そ
の
事
件
に
連
坐
し
て
兄
の
鴻
朗
は
誌
殺
さ
れ
、
娘
(
の
ち
の
文
明

太
后
)
は
後
宮
に
浸
官
、
了
の
潟
県
は
挑
氏
に
匿
わ
れ
て
尽
・
完
の

住
む
地
域
に
逃
れ
、
そ
の
地
で
養
育
さ
れ
た
。
こ
れ
は
『
唐
律
』
に

い
う
十
悪
の
一
二
、
謀
叛
「
園
に
背
き
俄
に
従
う
を
謂
う
」
に
相
嘗
す

る。

(
日
)
崖
浩
の
園
史
編
纂
に
つ
い
て
は
内
同
吟
風
「
貌
書
の
成
立
に
就
い

て
」
(
『
東
洋
史
研
究
」
第
二
巻
第
六
競
、
一
九
三
七
年
)
、
佐
川
英

治
「
東
貌
北
斉
革
命
と
『
貌
書
』
の
編
纂
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
六

四
巻
第
一
競
、
二

O
O
五
年
)
参
照
。

(
日
)
閑
湛
と
部
標
が
著
作
令
史
に
就
任
し
た
経
緯
そ
の
も
の
か
ら
し
て
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正
統
な
手
績
き
を
踏
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
巻
四
八
、
高
允
惇

，」

+la
、

日
疋
時
、
著
作
令
史
関
湛
・
部
標
性
巧
候
、
潟
浩
信
待
。
見
浩
所
注

詩
・
論
語
・
尚
書
・
易
、
遂
上
疏
、
一
一
百
馬
・
鄭
・
王
・
頁
雄
注
連

六
経
、
並
多
疏
謬
、
不
如
浩
之
精
微
。
乞
状
境
内
諸
書
、
戒
之
秘

府
。
班
浩
所
注
、
命
天
下
習
業
。
井
求
救
浩
注
櫨
・
惇
、
令
後
生

得
観
正
義
。
浩
亦
表
薦
湛
有
著
述
之
才
。

と
あ
り
、
二
人
が
崖
浩
に
阿
り
、
山
住
浩
の
注
し
た
経
典
を
テ
キ
ス
ト

と
し
て
頒
布
す
る
よ
う
上
疏
し
、
山
住
浩
も
彼
ら
を
著
作
の
才
が
あ
る

と
し
て
著
作
令
史
に
推
薦
す
る
と
い
っ
た
癒
着
が
認
め
ら
れ
る
。

(
口
)
『
南
斉
書
」
巻
五
七
、
貌
虜
惇
「
城
西
三
里
、
刻
石
馬
五
経
及
其

園
記
、
於
郭
取
石
虎
文
石
屋
基
六
十
枚
、
特
長
丈
除
、
以
充
用
」

0

な
お
一
丈
を
二
・
七
メ
ー
ト
ル
、
一
歩
を
一
・
六
メ
ー
ト
ル
で
計
算
。

(
お
)
周
一
良
「
闘
干
崖
浩
園
史
之
獄
|
|
『
貌
書
』
札
記
之
会
」
(
『
中

華
文
史
論
集
』
一
九
八
O
年
四
強
。
の
ち
『
貌
耳
目
南
北
朝
史
札
記
」

中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
、
『
周
一
良
集
』
遼
寧
教
育
山
版
壮
、
一

九
九
八
年
所
牧
)
。

(
印
)
「
宋
童
目
」
巻
九
五
、
索
虜
惇
「
其
後
矯
存
堅
所
破
、
執
還
長
安
、

後
聴
蹄
。
挺
死
、
子
関
字
渉
珪
代
立
」

0

(
初
)
『
南
斉
書
」
虫
色
五
七
、
貌
虜
惇
「
太
元
元
年
、
存
堅
遣
井
州
刺
史

存
洛
伐
健
、
破
龍
庭
、
禽
鍵
還
長
安
、
潟
立
宅
、
品
以
鍵
書
削
晶
子
」

0

(
幻
)
巻
四
八
、
高
允
惇

於
是
召
浩
前
、
使
人
詰
浩
。
浩
憧
惑
不
能
封
。
允
事
事
申
明
、
皆

有
線
理
。
時
世
租
怒
甚
、
救
允
為
一
詔
、
自
治
己
下
憧
吏
己
上
百
二

十
八
人
皆
夷
五
族
。
允
持
疑
不
局
、
頻
詔
催
切
。
允
乞
更
一
見
、

然
後
潟
詔
。
詔
引
前
、
允
目
、
浩
之
所
坐
、
若
更
有
徐
賞
、
非
臣

敢
知
。
直
以
犯
鰯
、
罪
不
至
死
。
世
粗
怒
、
人
叩
介
土
執
允
。
恭
宗

拝
請
。
世
粗
目
、
無
此
人
念
朕
、
骨
国
有
数
千
口
死
失
。
浩
土
見
族
減
、

鈴
皆
身
死
。

(
幻
)
佐
藤
賢
、
前
掲
論
文
。

(
お
)
陳
識
仁
「
崖
浩
案
外
二
題
」
(
十
一
塁
間
連
編
「
結
網
三
編
」
稲
郷
出

版
壮
、
二

0
0
七
年
)

0

(μ)
張
金
龍
、
前
掲
書
。

(
お
)
巻
二
四
、
在
玄
伯
惇

「
次
子
筒
、
字
沖
売
、
一
名
賢
。
好
率
、
少
以
善
書
知
名
。
太
組

初
、
歴
位
中
主
目
侍
郎
・
征
虜
将
軍
、
国
五
世
寸
侯
、
参
著
作
事
。
卒
。

筒
弟
情
・
:
:
坐
浩
伏
諒
」
。

『
周
宝
田
』
巻
三
六
、
山
佳
彦
穆
停

「
崖
彦
穆
、
字
彦
穆
、
清
河
東
武
城
人
也
。
貌
司
空
・
安
陽
侯
林

之
九
世
孫
。
曾
組
頭
、
貌
平
東
府
諮
議
。
岨
蔚
、
遭
従
兄
同
徒
浩

之
難
、
南
奔
江
左
。
仕
宋
潟
給
事
黄
門
侍
郎
、
汝
南
・
義
陽
二
郡

太
守
。
延
興
初
、
復
婦
於
貌
、
拝
穎
川
郡
守
、
国
家
罵
」

0

巻
三
八
、
王
賓
興
惇

「
向
書
慮
還
妻
、
崖
浩
之
女
也

0

・
・
:
及
浩
被
誌
、
慮
還
後
妻
、

賓
興
従
母
也
、
縁
坐
京
一
目
。
賓
興
わ
が
逃
避
、
未
幾
得
出
」

0

巻
四
下
、
世
租
紀
下
に
、

常
日
、
法
者
、
股
山
県
天
下
共
之
、
何
敢
軽
也
。
故
大
臣
犯
法
、
無

所
寛
佼
。
雅
長
聴
察
、
瞬
息
之
問
、
下
人
無
以
措
其
姦
隠
。
然
果

諜
裁
、
後
多
悔
之
。
司
徒
崖
浩
銃
死
後
、
帝
北
伐
、
時
宣
城
公
李

孝
伯
疾
篤
、
停
者
以
局
不
也
。
帝
聞
而
悼
之
、
謂
左
右
目
、
李
白
日

56 

(
お
)

(
幻
)

(
お
)



城
可
惜
。
又
H
、
除
向
失
言
。
山
佳
司
徒
可
惜
、
李
宣
城
可
哀
。
褒

匹
以
雅
意
、
皆
此
類
也
。

と
あ
り
、
崖
浩
を
諒
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
太
武
帝
は
法
に
従
っ
た

い
庭
罰
を
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
人
々
の
非
難
を
回
避
し

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
設
一
一
一
日
中
で
太
武
帝
が
崖
浩
の
死
を
惜
し
ん
で

い
る
こ
と
は
、
漠
人
官
僚
に
封
す
る
配
慮
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

(
鈎
)
巻
五
二
、
宗
欽
停
に
「
崖
浩
之
諒
也
、
欽
亦
賜
死
」
と
あ
り
、
巻

五
二
、
段
承
根
俸
に
も
「
浩
訴
、
承
根
奥
宗
欽
等
倶
死
」
と
あ
る
。

(

初

)

石

H
徳
行
「
胡
族
政
権
下
に
お
け
る
漠
人
貴
族
|
|
再
び
桂
浩
被

諒
一
事
件
を
中
心
に
し
て
|
|
」
(
『
歴
史
皐
研
究
』
第
三
三
三
競
、
一

九
六
八
年
)
は
、
崖
浩
園
史
事
件
後
、
清
河
屋
氏
か
ら
程
道
固
・
崖

光
・
崖
亮
を
取
り
上
げ
、
崖
浩
被
諒
事
件
は
、
在
氏
一
門
に
と
っ
て

決
定
的
な
打
撃
と
な
り
得
な
か
っ
た
と
す
る
が
、

L
L
記
三
人
は
崖
浩

事
件
と
無
関
係
で
あ
る
。
山
住
浩
停
で
は
清
河
崖
氏
は
遠
近
な
く
族
滅

さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
本
文
で
論
じ
た
通
り
、
事
賓
で
は
な
い
。

よ
っ
て
こ
の
三
人
の
動
向
か
ら
崖
浩
事
件
と
そ
れ
以
降
の
清
河
崖
氏

の
あ
り
方
を
論
じ
る
こ
と
は
一
安
嘗
性
を
訣
く
。
但
し
、
姻
族
で
あ
る

泡
陽
慮
氏
・
太
原
郭
氏
・
河
束
柳
氏
の
考
察
は
安
首
で
あ
り
、
こ
の

事
件
後
も
引
き
績
き
漠
人
貴
族
の
政
治
参
加
が
見
ら
れ
る
と
す
る
結

論
に
は
賛
同
で
き
る
。

(
訂
)
例
え
ば
高
允
俸
に
は
、
事
件
後
、
景
穆
太
子
に
封
し
て
高
允
が
語

っ
た
言
葉
の
な
か
に
「
至
来
日
朝
廷
起
居
之
跡
、
言
園
家
得
失
之
事
、

此
亦
潟
史
大
穂
、
未
潟
多
達
。
然
臣
輿
浩
賓
同
其
事
、
死
生
栄
辱
、
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義
無
濁
殊
。
誠
荷
殿
下
大
法
之
慈
、
遠
心
有
克
、
非
臣
之
意
」
と
あ

り
、
崖
浩
と
と
も
に
抹
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
太
子
の
詩
護
に
よ
っ
て

赦
兎
さ
れ
た
こ
と
は
高
允
の
本
意
で
は
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た

別
の
人
に
も
「
我
不
奉
東
宮
導
旨
者
、
恐
負
翠
黒
子
」
と
、
太
子
の

続
護
が
な
け
れ
ば
翠
黒
子
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。

(
沼
)
佐
藤
氏
は
連
坐
者
に
比
べ
て
兎
連
坐
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

事
件
は
北
族
支
配
者
に
よ
る
渓
人
名
族
の
弾
墜
と
い
う
胡
漠
釘
立
の

側
両
は
見
い
だ
し
が
た
い
と
す
る
。
し
か
し
佐
藤
氏
が
示
し
た
兎
連

坐
者
の
な
か
に
は
明
ら
か
に
事
件
と
関
係
の
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
崖
覧
・
慮
玄
は
事
件
前
に
死
亡
し
て
い
る
。
秘
書

郎
以
下
の
官
と
し
て
高
耐
と
陰
仲
達
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
崖
浩

と
と
も
に
図
書
編
纂
に
あ
た
っ
た
の
は
高
尚
で
は
な
く
父
の
高
諜
で

あ
り
、
高
議
も
陰
仲
達
も
事
件
前
に
死
亡
し
て
い
る
。
崖
浩
と
交
流

の
あ
っ
た
人
物
と
し
て
張
湛
を
あ
げ
る
が
、
張
活
用
は
桂
浩
と
詩
文
の

遣
り
取
り
を
し
た
だ
け
で
、
事
件
と
な
ん
ら
関
係
は
な
い
。
編
纂
関

係
者
と
し
て
部
頴
・
務
雅
・
晃
纏
・
張
偉
を
あ
げ
る
が
、
部
頴
は
事

件
前
に
死
亡
。
海
雅
は
事
件
嘗
時
著
作
の
官
に
は
な
い
。
晃
纏
・
張

偉
は
柿
癖
二
年
の
図
史
に
闘
わ
る
も
、
太
延
五
年
の
図
書
編
纂
に
は

闘
奥
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
も
と
に
事
件
の
性

格
を
論
じ
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。

(
お
)
陳
識
仁
「
北
貌
修
史
略
論
」
(
黄
清
士
連
編
『
結
網
編
』
東
大
国
書

公
司
、
一
九
九
八
年
)

0
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崖
氏
聞
係
国

N
的
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ー

l

∞
山
|
|

封
憧

1
1封
伯
達

慮

氏

「

封

氏

慮
玄
|
晶

E
桂
氏

桂
氏
(
前
妻
)

某
|
|
|
慮
遮

峯
氏
(
後
妻
)

王
氏

郭
遜
-
|
イ
|
郭
洪
之
|
岡
国

T
ー
郭
氏
(
崖
惜
の
妻
)

T
|
郭
氏
(
前
妻
)

慮
氏
「
|
郭
氏
(
後
妻
)

峯
浩

|
1屋
氏
(
慮
理

柳
氏
「
崖
某
(
事
件
品

川
四
四

崖
覧

封

応

王

宮

龍

|

回

E

雀
悟
|
」
|
在
氏

郭
氏
「
|
峯
氏
(
虚
還
の
後
妻
)

某

|

崖

氏
※
公
孫
叡

某

屋

氏

川
住
彫
|
|
桂
剖
|
|
|
※
崖
寛
|
|
某
(
梓
浩
の
養
子
)

Iギ

太
字
は
刑
死
お
よ
び
浸
官
者
、
園
み
は
逃
亡
者
、
※
は
克
連
坐
者
を
表
す



sion of the system took place only once. However, using the imperial edict issued 

immediately after Liu Bang's accession to the throne as key evidence, one should 

conclude that revisions of the ranks must have occurred twice, once prior to and 

once again after his accession. The first reform occurred when Liu Bang declared 

the establishment of a state independent of Chu. However, it was also possible for 

the other kings who allied themselves with Liu Bang King of Han to bestow ranks 

on warriors subordinate to them. Due to the second revision of the rank system, 

the systematic superiority of the Han dynasty over that of other states was se

cured. 

As can be seen in the above, the principal factor that made the establishment 

of the Han dynasty possible was the changes that were made over time to the ini

tial form of human relations when Liu Bang first rose in revolt. Moreover those 

changes mimicked existing political structures and conceptions of order. In addi

tion, the existence of ranks awarded in return for military achievements were 

symbolic of the political order of the time. 

THE INCIDENT OF THE OFFICIAL HISTORIAN CUI HAO OF 

THE NORTHERN WEI, RE-EXAMINED FROM THE 

STANDPOINT OF THE LEGAL SYSTEM 

MATSUSHITA Ken'ichi 

In the ll th year of the Taibing-zhenjun era ( 450) during the reign of Emperor 

Taiwu of the Northern Wei, the minister of civil administration Cui Hao was ex

ecuted. This incident has previously been understood as a result of Cui Hao him

self having written an official history about the ancestors of the Tuoba and having 

it engraved on a stone column that was subsequently erected, thereby incurring 

the wrath of the northern nomads who appealed to Taiwu who then had the Cui 

clan of Qinghe and the clans with which they intermarried, i.e., the Lu of 

Fanyang, the Guo of Taiyuan, and the Liu of Hedong, extirpated. This action has 

been seen as the suppression of influential Han clans by the rulers of the Northern 

Wei. However, this interpretation is based on the Zizhi dongjian and is not an in

terpretation that can be drawn from the Weishu. According to the biography of 

Cao Hao in the Weishu, he accepted bribes, and there is scholarship indicating that 
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his family was extirpated for taking bribes. In light of this, I have examined the in

cident on the basis of the Weishu account in light of the legal system of the North

em Wei in order to see what kind of crime would have resulted in the extermina

tion of his family. 

First, I examine examples of regulations about the crime of bribery in the 

Northern Wei legal system. I confirmed that only the person directly involved in 

the bride would be executed and the family would not be exterminated. Next, I 

examined cases of the extirpation of families, and clarified that it was only applied 

in crimes against the emperor such as rebellion or treason. Particularly the fact 

that slandering the emperor in criminally libelously writings was considered a 

crime worthy of familial extermination is an important factor to consider in the 

case of Cui Hao. In short, Cui Hao had written an official history himself and had it 

carved on a stele, which he had erected, and therein was recorded Cui Hao's per

sonal view of the achievements and failings of the state. This resulted in him com

mitting the crime of publically slandering the emperor, which could thus be consid

ered a major case of treason worthy of familial extermination. In other words, only 

by understanding the Incident of the Historian Cui Hao as a major case of treason 

are we first able to link it to extermination of Cui Hao's relatives. 

Therefore, this incident was not an instance of conflict between the "barbar

ians" and the Han or an internal conflict within the Han bureaucracy that may have 

been triggered by forces of either the Han or the barbarians, but was rather a 

political incident in which Cui Hao committed a crime of a major treason against 

the emperor. The fact that Cui Hao was able to lead the political sphere of the 

N orthem Wei despite the conflicts between the Han and northern nomads was 

due to the absolute trust placed in him by Emperor Taiwu, but that faith was de

stroyed in the incident involving the official history, leading in the end to the ex

ecution of Cui Hao. 
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